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平成２８年 決算審査特別委員会会議録（第３日） 

 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           森  政雄    副委員長   是枝 綾子 

  委  員   前田  弘    委  員   前田 長市 

  委  員   河野 隆子    委  員   三宅 良矢 

  

  オブザーバー 和田 善臣議長 

 

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室理事      明松 隆雄   住民部長             軒野 成司 

    住民部次長       山田 昌之   健康福祉部長      東  祥子  

  産業まちづくり部長   藤田  裕   教育部長        柏原 憲一  

    教育部理事       土居 正幸   消 防 長        森野 博志 

  消防次長        山田 忠志 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   阿児 英夫 

  係  長   長谷川太志 
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 （会議の顚末） 

委員長（森 政雄議員） 

 皆さんおはようございます。それでは、昨日に引き続きまして決算審査特別委員会を再

開いたします。 

（「午前９時５９分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 再開の前に、きのうまでの回答の続きがありますので、お願いします。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 昨日、是枝副委員長のほうより質問のありました国民健康保険料の差し押さえのケース

と、金額ですね。ちょっとその件につきまして報告させていただきたいと思います。 

 まず、差し押さえを行った件数ですが、４５件でございます。そのうち実際現金化に結

びついた件数でございますが、４０件でありまして、金額が１８８万３，８１９円という

内容でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと１つだけ確認で。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、すみません、ちょっとそしたら。差し押さえ件数と資格証明書発行件数とイコ

ールになるわけですね、そしたら。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 それにつきましては、たまたま。 

委員（是枝綾子議員） 

 たまたまですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、たまたまということでございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 でも、同じ数だということ、数的にはね。わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 もう１件。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一般会計民生費のところで、平成２７年度の緊急通報装置の実績関係で河野委員さんに

ちょっとご報告できませんでしたので、させていただきます。設置台数は延べ６２０台

で、月平均で５２台になります。緊急通報、また相談ボタンがありますので、何らかの発

信があった件数が全部で６９回ございます。うち誤報が２０回あります。そのうち救急車

が出動したのが３４回ございまして、救急搬送したのが１３回でございます。そのほか、

センター側から月１回、定時連絡ということで利用者さん宅に確認の電話を入れていると

いうのがございます。 

 以上でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ありがとうございます。やっぱり誤報が２０回あるということなんですけど、前にはよ

く手が当たったりとか肘が当たったりとか、そういったこともありましたけど、機械その

ものがちょっと故障してて誤報があったということもあったと思うんですけど、そういっ

た機械のトラブルというのはなかったんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 機械の故障でというのはないんですけれども、やはり年数がたちますと、電気切れであ

りますとか、停電、コンセントが抜けたりとか、そういうような形ではありますので、そ

れはその都度確認しておりますので、それはセンター側はわかりますので、それで電池交

換なりはしているところです。 
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委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。今言われた救急とか３４回、搬送１３回ということですけど、これは大

阪ガスさんが行った回数でいいんですかね、一般の方じゃなくて、連絡員じゃなくて。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 大阪ガスさんが出動するときは、何らかの発信がありまして、応答がとれないときに、

まず協力員さんに行っていただくんですけども、協力員さんもなかなか夜間で親族以外で

ありましたら行けませんので、そのときに大阪ガスさんが出動するという形になっていま

すので、２７年度については大阪ガスさんが出動したという件数はございません。ですの

で、救急車の出動につきましては、利用者さんと会話ができる状態ですので、救急車をお

願いしますというんですかね、要請があったということで、消防に連絡して救急車の出動

があったということでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。そしたら、大阪ガスさんに委託はしているけれども、この鳴ったとき

に、２７年度については１００％協力員の方が対応してくれたと、そういった理解でよろ

しいんですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 協力員で親族の方、また日中であればお願いしているケースがございます。それは協力

員さんの処理件数とすれば９件ございました。ただ、協力員さんも連絡つかないとか、そ

のときには本人さんとの会話の中で救急車をお願いしますということで、救急車の要請が
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あったというところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。協力員さんも連絡つかないとか、夜中の連絡とか、そういったことで２

４時間体制でとっていただいてるということでわかりました。ありがとうございました。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、１５７ページから１７９ページの介護保険特別会計決算につきまして、担当

課より提出資料の説明を求めます。 

（泉元いきがい支援課長：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 この２７年度の８月から預貯金が、３５０万円以上だったと思うんですけれども、ある

と、施設に入ってらっしゃる方の補足給付ですね、これが削られたと。それから、利用負

担が１割から２割負担になった方も、所得の多い方、いらっしゃったと思うんです。その

人数と影響額と申しますか、わかれば教えていただきたいんですが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 負担限度額、食費、居住費の分なんですけども、平成２６年度の認定者が１３８人ござ

いました。平成２７年度は認定者全体で１１０人となっておりますので、２８人の減とな

っています。 

 あと、利用者負担割合ですね、２７年度中に１号被保険者の認定者で１割負担の方が

１，０９５人いました。２割負担の方が８５人でございました。ちょっとこの影響額につ
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いては、その利用者の負担割合もありますので、一概にどのぐらいがあったというのはな

かなかわからない状況ですので、そういうことになっております。よろしくお願いしま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ２割になった方が今８５人というのをお聞きしたんですけど、さきの補足給付で削られ

た方、２８人の減というのはどのように。すみません、ちょっと理解できなくて。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 認定者全体になりますので、申請者から認定した数が平成２６年度は１３８人でした

が、平成２７年度は１１０人になりましたので、人数的には２８人の減少があったという

ことですので、その方々が制度の改正によりまして影響を受けたのかなという単純的な数

的な比較になります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。単純に引いたら２８人が負担がふえたんではないかなということでし

た。預貯金３５０万円以上と言いますけど、大変高額な預貯金ではなしに、いろいろと高

齢の方は先々のお葬式の費用とか、そういったこともきっちり残されていらっしゃる方も

いらっしゃって、そんな高額の所得者の方でもないし、そういった方に非常に、国は大変

ひどいことをしているというふうに思います。 

 で、この２７年度がちょうど介護保険、第６期目の１年目であったかと思うんですが、

大体３年で予算を組んでおられるんですけど、この１年目というのはどうなんでしょう

か。終わって、大体予定されていた給付費であったんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２７年度の給付実績ですけども、計画値と２７年度の介護保険の当初予算とは同額でし

たので、その給付割合を見てみますと、９９．４％の給付割合でしたので、ほぼ計画どお

りの給付があったということで見ております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、まあ大体予測されていたと。９９．４％ですからね、大体予定どおりという

ふうに解釈しますが、それで、来年の４月から担当課のほうは総合事業のほうを入れてい

くと、新規の方に対してですね。その中で、議会でも明らかになりましたけど、今回の

ね、現行の訪問介護相当と全く変わらない１００％出す、１０割出す介護と、それから多

様なサービスの中の緩和した基準によるサービス、Ａ型というふうになっておりますが、

これを、要支援の１と２と認定された方に対してはこっちを勧めていきたいというふうな

お考えであるように認識していますが、これにつきましては、私たち党議員団も何遍も質

問もさせていただいています。非常に相当という、これは今まででしたらちゃんとした学

校へ行って実務もされたヘルパーさんが、資格を持ったヘルパーさんがお世話をしている

けれども、この緩和した基準によるサービスを持ち込むことによって、無資格の方、例え

ば本当に短い研修でお仕事、そこの訪問ヘルプですね、そういったことに携わっていく

と、そういった計画になっていると思うんです。 

 前にどういった研修をしていくのかということをお聞きしましたら、担当課のほうです

るというようなこともお聞きしましたが、具体に計画はどういうふうにされているんでし

ょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 研修のほうは、一応２日間の研修で１２時間分の研修を予定しております。内容につき

ましては、今詳しく手元にないんですけども、そういった形で平たく認知症とはどういっ

たものであるとか、あと高齢者の接し方であるとか、そういった基本的な部分について研

修の予定をしております。 

委員（河野隆子議員） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ２日間で１２時間ですから、１日大体６時間程度の研修を２日間受ければできるという

ことですが、非常にやっぱりヘルパーさんというのは、利用者の方の個人情報ですね、そ

ういったこともよそには、お家の中に入るわけですから、そこのお家のこともよくわかる

んですけど、個人情報を漏らしたりとか、あと認知症、今おっしゃいましたけど、認知症

の問題でも、物忘れと、ただ私たちでも物忘れしますわね。そこじゃなくて、認知症とい

うそこの区別ですね。だんだん進んでいく過程のそういった観察的なものも、なかなかそ

ういった簡単な研修でわかるのかなというふうに心配しています。それによって重度化し

ていって、要支援から要介護のほうに移っていって、なお介護保険、これはもともと費用

を安くするために国がこういったことを言うているわけなんですけれども、ますます介護

保険にも影響を与えるんじゃないかなというふうに思っています。 

 忠岡町は５市１町でいろいろと検討されていって、横並びにされていくのかなというふ

うに思っているんですが、他市では、例えば池田市でしたかね、この総合事業はもう入れ

ないと、そういった市町村もあります。ですので、これは忠岡町が采配を振るうこともで

きるし、この国の悪政、これをそのまま導入すると、そういったことも別にしなくてもい

けることなんですね。ですから、この総合事業、これは持ち込まないようにというふうに

私たちは思っています。 

 それで、事業所さんも今非常に閉めていると、営業をなかなかできないと。そういった

ところは忠岡町の中ではなかったでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 事業所自体の閉鎖というんですか、撤退というのは、ちょっと聞いてはないんですけれ

ども、日々デイサービスとかでしたら、その施設の面積に応じまして最大定員は決まるん

ですけれども、その利用状況であるとか、そんなんで、月ごとに利用定員の上限の変更は

可能ですので、その辺はどうなっているかは細かくはこちらは把握しなくて、広域の事業

者指導課のほうに変更届が出されて運営されているというところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 全国的にはね、かなり事業所さんも閉めていっているということもお聞きします。で、

今回この総合事業の訪問型サービスＡですね、これが大体介護報酬の８割程度というふう

に聞いているんですが、例えばデイサービスですね、デイサービスは事業所さんに送り迎

えしてもらって行くと、そういったところで、要介護の人と要支援の人が同じ場所でサー

ビスを受けられるということになると思うんです。なかなかその事業所さんで別の棟を建

ててするということは大変難しいことだと思うんです。それが本当にできるのか。あなた

は８割ですよ、こちらは１０割ですよと、そういったことが本当に現実的にできるのかと

いうふうに私は思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 それぞれ、本来の介護認定者と支援認定者の分につきましては、事業者のほうで基準を

設けてしていきますので、その辺は明確にちゃんと事業者のほうで事業を運営していただ

けると思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 思っていらっしゃるということですけど、多分現場ではこれはなかなか導入はできない

というふうに思うんです。それとあと、問題点としては、時間がデイサービスで４時間程

度、時間が短縮されるということで、入浴サービスがなくなると、そういったことも言わ

れてるんですが、ひとり暮らしでお風呂があってもね、やはり私の知っている方でも要支

援２でありますけれども、とても１人ではお風呂に入れないと。やっぱり足も大変弱くな

っていますし、手すりを持って歩いている状態でも要支援２と。これはもともと要介護の

方が要支援２に低くされたという経過があったわけなんですけれども、お風呂に入れない

と。もちろん忠岡町には、公衆浴場も１軒と、あと大きな太平のゆもありますけれども、

なかなか１人でそこまで歩いて行くこともできないし、やっぱり介助があってこそお風呂

に入れると、そういった方もいらっしゃいます。ですので、その訪問入浴がなくなること

についてはどういうふうに対処されているのか、その点について再度お聞きしたいと思い

ます。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 要支援２の方にも、入浴に際して手助けが必要な方は当然いらっしゃると思います。そ

のときは適切なアセスメントのもと、ケアプランに基づいて給付していきますので、決し

て支援だからといって緩和型を必ず使いなさいということではなく、その人の状況を見ま

して、入浴が必要な状況であるということであれば、現行相当サービスを使っていただく

ことも可能でございますので、それは新規認定者にも当てはまることでございますので、

その辺は特に心配なさることはないかなと思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 入浴はきっちりと保障していただくと、そういったこともしていっていただきたいと思

うんです。 

 それと、町内の中の事業所さんにもいろいろとアンケートをとられたということなんで

すけども、参入するという答えも何件かあったと思います。それをもう一度、ちょっとす

みません、件数をお聞きしてよろしいですか。 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません。ちょっと手元にないので、また報告させてもらいます。 

委員（河野隆子議員） 

 後で結構です。アンケートをとって、参入すると、そういった事業所もいらっしゃると

いうことなんですけど、やっぱり参入しないと、総合事業を忠岡町が持ってくるとした

ら、参入しないともうやっていけないと。本当はやりたくは絶対ないですわ、事業所も

ね。ですけども、手を挙げざるを得ないと、そういった状況にも追い込まれているんじゃ

ないかなというふうに思っています。 

 ３年間で予算を組んでおられるんで、これはきっちり、この総合事業を入れなくても、

要支援１と２の方も１０割でサービスを受けられるという予算で組んでおられます。です

ので、当然この先もこれは導入すべきではないと思いますけど、来年の４月からと申しま
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したら、２年目になるんですかね、３年目か、なぜその３年目に早く入れる計画にされる

のか。ちゃんと予算も取っておられるのになぜかと、その点についてお聞きしたいと思い

ます。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 総合事業の開始につきましては、猶予期間が２８年度末まででございますので、２９年

４月にはどの市町村も始めないといけないという設定がございますので、それに合わして

おります。給付費につきましては、その総合事業の緩和型の分については、特にまだ計画

時点では給付の水準であるとか、そういったものは想定されておりませんでしたので、１

００％の給付というんですかね、今の要支援１、２の方の給付で計算しております。１年

間通じて支援１、２の方で緩和型を使う方がどれだけいてるか、ちょっと想像もできない

んですが、そんなに多くはないとは思っております。今使ってる方は、当然その現行相当

サービスと同様の分は使えますので、新規認定者でどれだけその緩和側を使える方がいて

はるかなとなってきますと、ニーズ的にはすごく少ないのかなとは思っています。 

 ただ、一応６期の計画は３年間ございますので、その分、今の計画、２７年度も９９．

４％の状況で推移してまして、２８年度も減少しているということはございませんので、

給付費全体を見まして、もしその第６期期間中で余剰金が出るというんであれば、次期計

画の保険料の軽減の１つとして考えていきたいと思っています。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ９月の１６日に厚生労働省がこんなことを計画してるんですね。高齢者らの自立支援に

取り組む介護サービスを受けるのに必要な要介護認定を受けた人の割合、認定率ですね、

これを下げた都道府県と市区町村に財政支援する方針を固めたと。認定率の地域間格差の

是正ということで、自治体に引き下げ競争ですね、これに駆り立てて、介護費の抑制を図

るのが狙いというふうになっています。高齢者を説得して、強引に介護サービスから卒業

させると、こういった動きが国のほうでも進めていってると。非常にひどいやり方だと思

うんです。介護保険料は、とても安い金額ではありません。余剰金が余ったら、今度、次

の計画に介護保険料の引き下げに充てるというような、今ご答弁であったかと思うんです

けど、やはり毎回毎回３年ごとに上がっているんですね。５期から６期に上がったとき
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は、基準額で大体１人１８０円ほど上がっています。高い介護保険料を取っといて、どん

どんサービスを切り捨てすると。今度、要介護１と２も介護給付から外すというようなこ

とも国が狙っていると、そういったこともあります。 

 今、３年分はきっちり１０割で取っていたということなんで、何も、来年の４月１日か

らこの総合事業を入れていくと、そういったことに対してはしないでいただきたいと、そ

ういうふうにお願いしたいと思います。最後にちょっと答弁お願いしたいと思います。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 総合事業の実施につきましては、もう期限が２９年４月からと決められておりますの

で、それはどこの市町村もその期日をもって総合事業を開始するものと思っております。

ただ、その総合事業に移りまして、現行相当サービスであるとか、緩和型サービスの選択

につきましては、各市町村地域事情がございますので、それぞれどういう選択をされるか

はあると思うんですが、開始につきましては総合事業は２９年４月からとなっております

ので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 非常にこの泉州地域は特に悪い計画になっているというふうに思いますので、しない自

治体もありますので、絶対導入しないといけないと、そういうことははっきり言ってない

です。ですので、忠岡町も総合事業については導入しないようにということを求めたいと

思います。同じ答弁でしょうから、これで一たん終わります。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、歳入の歳出、その数字のことでなんですが、国費の負担の部分は、一応２

５％以上入っているようにここに書いておりますが、実際には基本と調整交付金と合わせ

て２６．４５％入っているということでよろしいでしょうか。２ページのところですね、

この歳入を書いてあるところ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そういうことになります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 後期高齢者が多いとか、所得水準が非常に低いとか、そういったことで、多くれたりと

かする場合があるんですが、この泉州地域というのはかなり所得水準が低いということが

ありますので、忠岡だけ多くれているというわけではないかと思いますが、この近隣の状

況はどんな状況でしょうか。調整交付金の差というふうに見たらいいですかね。基本はど

ことも入っていると思うんです。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 率にしまして、調整交付金が０％というところもございます。５％を超えるところは８

自治体、８保険者ぐらいになります。 

委員（是枝綾子議員） 

 大阪府下で。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 大阪府下ですね、はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。８自治体。一応、この辺ではどこの市ですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 この辺では、泉佐野市さん、泉大津市さん、岸和田市さん、岬町ぐらいですかね。５％

を超えているのはそのぐらいになります。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 後期高齢者が多いと、たくさん使うということもありますし、所得が低いと保険料は余

り入ってこないということで、その分、国が少し調整をしてくれるということですが、と

いうことで忠岡町は後期高齢者も多いんですけど、所得が低い人が多い自治体でしょう

か。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 調整交付金の割合から見たら、そういう形になると思います。 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

事細かく他の自治体との保険料を段階別で比較してはないので、細かくはわからないの

ですけれども。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 所得はその保険料の段階で、低い人はどれだけおるというのはわかりますね。資料とし

ては、これ要介護度の分しか、あるかな、保険料のところの第１段階の人が何人とかい

う、そういう資料はありますか。ついてないですね。それは段階別の人数をまた資料とし

ていただけたら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 今、報告させてもらってよろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 報告、耳で聞いてわかるかな。段階がいっぱいになりましたよね、何か。５段階違いま

すものね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 １１段階ございますので、またそしたら。 

委員（是枝綾子議員） 

 １１段階ありますよね。だから資料でいただけたら。耳で聞いて１１段階までずっと控

えるのはちょっと時間もね。短縮したいと思いますので。 

 所得の低い人というのは、基準額よりも低い人が所得の低い人でしょうか、大体判断す

る上では。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 調整交付金の数式があるんですが、なかなかそこまでは理解してないですけど、基本的

には低所得者、非課税世帯の数にはなってくると思うんです。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、そしたら例えば年金が１２０万という方は、１カ月１０万円しかない人で

すね。で、１２０万円以下で、お１人で生活されている方というのは、第何段階になりま

すかね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 第２段階になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 第２ですね。１２０万を越えたら第３か。そしたら、第１もね、１もあるけど、生活保

護とかいう方も入っていらっしゃるから、ちょっと正確な数がわかりませんね。第１、第

２、第３段階ぐらいが１２０万円以下で生活されているということですね、１カ月１０万

円以下で。もちろん非課税でということで。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね、第２段階が１２０万以下の方になりますので。 

委員（是枝綾子議員） 
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 あっ、そうか、第３は１２０万超える人。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 超える方になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 第１段階と第２段階という方は、物すごいやっぱり１カ月１０万円以下で生活という方

は、生活に困っていらっしゃる方の部類に入りますね。ということで、第１段階と第２段

階の数字だけ、何人ずついらっしゃるかだけ、そこだけ教えていただきたいんですけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 第１段階が１，２１４人です。第２段階が３９７人です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これで、全体の中でのパーセントですかね、加入者が何人やったかな。１，２１４と３

９７人足して１，６１１人ですね。全体の中で何％を占めますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 全体で３４．０％になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３４．０％、大体３割の方が１０万円以下で生活しているということですね。世帯にた

くさんもらってる人もいてないということですね。世帯全員が非課税ということですので

ね。ちょっと低所得であろうと言われる方々だと思いますが、それが３割いらっしゃっ

て、その方々がいろいろと保険料の負担、ちょっと大変やなということで、基準額の少し



17 

 

軽減がかかっていらっしゃるというか、今回ね、方々だと思います。 

 そういった方々が、負担が今後ふえていくという点では、ちょっと大変になってるとい

うのが、先ほど河野議員が言った補足給付の関係で、預貯金が資産要件が今度入りました

よね。それで、１カ月１０万円で施設に入っている、補足給付というたら施設入所者です

ね、施設に入っていらっしゃる方、１カ月１０万円だと施設の負担を超えますかね。ぎり

ぎりですね。施設に払う以外にもいろいろ払わないといけないものがありますので、そう

いった方々の補足給付というのが、預貯金がないと、そんな方は施設の費用を払えないか

ら、やっぱりよけとかんとあかんのに、そこを預貯金があるからということで補足給付が

なくなっちゃうと、負担がどんだけになっちゃうんでしょうか。すみません、補足給付の

対象から外れちゃうと。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２７年８月からの食費、居住費の負担限度額なんですけども、預貯金を勘案するという

ことになりました。配偶者がいない方につきましては、預貯金が１，０００万円、配偶者

がいる方は合計２，０００万円という基準で預貯金のほうを確認させていただいておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 補足給付があるのとないのとで１カ月の、要介護度にもよりますけれども、施設に納め

ないといけない金額がどんだけ変わるんでしょう。倍になるんと違いますかね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、第１段階の方になりましたら、多床室、部屋代は０円なんですが、食費が

３００円になります。で、そのほかの、補足給付を受けられてる方の分はあるんですが、

ちょっと今手元に表がなくて説明ができないんですけども。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 では、補足給付が外されてしまうと、どんだけ負担がふえるのかというのを、何かモデ

ル的なそういう世帯を抽出して、この金額やった人がこのぐらいにふえますと、去年の７

月か８月からね。という、ちょっとそういう数字もお教えいただいたら、いやこれは大変

やなあというのがわかるんですけれども。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 補足給付を受けられない方では、多床室では１日３７０円になります。で、食費が１，

３８０円になりますので、１日１，７５０円になりますね。第１段階の方でしたら、多床

室が０円、食費が３００円ですので、１日１，４５０円の増になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １日で生活してませんものね、１カ月でね。月単位で大体考えると、４万９，５００円

やったかな、さっきの第１段階の方で。それがふえるということなんですね、５万円。１

カ月５万円、第１段階の方で５万円ふえたら、１，０００万円の預貯金、どんどん取り崩

していかないといけないということで、不安ですわね。早う死なんとお金もたへんと、命

のほうが余るという状況がやってくるということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 預貯金が１，０００万円を超えてる方になりますので、１，０００万円が下がれば、次

の年にはもとに戻るという形になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 でも、ほんとにね。すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １，０００万あっても、崩していったら早いですものね。１年間で大体３００万は、人
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間、生活するのに要るからね。３年しかもちませんわね。わかりました。そういうちょっ

と１カ月５万円の負担がそれだけでもふえるということが、第１段階の非常に、第１段階

といったら年金が何ぼですかね。８０万以下ですね。年金が８０万円、国民年金の方です

ね。大変や。大体国民年金で生活してて、預貯金が１，０００万円以上あれば、お１人の

方やったら月５万円の負担がふえる。年金６０万ふえるということだということがわかり

ました。これはちょっと大変なので、考えないといけないなというふうなことは指摘して

おきます。 

 いいですか、続けて。 

委員長（森 政雄議員） 

 続けてどうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、地域支援事業についてちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、地域

支援事業費というのは、使わなかったら返すような制度でしょうか。それとも、いただき

っ放しでためとけるものなんでしょうか。そのあたりはどうなってますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 費用負担割合が決まっておりますので。 

委員（是枝綾子議員） 

 使わなかったら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そういうのはないです。きちっと率でいただける形になっています。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、もらい過ぎることはないと。必要な分については負担割合で国からきちっと、

国や府から交付されるということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応上限設定はございますので、その辺は、考慮されるんですが、それまでの分につい

てはきちっと負担割合は決まっておりますので、国から。 

委員（是枝綾子議員） 



20 

 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この年度、忠岡町はその上限に対してどのぐらいの割合、支出されたでしょうか。何か

ややこしい計算があるんですね、これね。まだ余裕がありますかというか、もう少し事業

を拡大するという余裕はあるかどうかということを聞きたいがために、ちょっとお聞きし

たんです。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応以前の分でしたら、総給付費の３％が地域支援事業になります。で、介護予防費で

２％、あと包括的支援事業と任意事業で２％というふうになってまして、全体で３％の枠

内で運営するという形になっています。ただ、ちょっとこの辺は、制度の改正に伴いまし

て複雑になってきておりますので、ちょっとまたその辺は精査していかなあかんことがあ

ると思ってます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２％と２％を出したら４％やないかという話もあるんですが、給付費の３％ということ

で、給付費の何％支出になったでしょうか、２７年度は。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ちょっと今数字的に言いますと、２．６％という形になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、あとその０．４％というのは何ぼぐらいなんですかね。給付費全体が１２億７，

４００ですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 そうですね、はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 計算できませんね、大きいから。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ５００万円強になるんですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ５００万円強。あと５００万円ちょっとの事業の拡大なら、そういう決められた範囲内

であるというふうに見てよろしいでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 大まかにそういうふうに解釈できます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 地域支援事業で任意の事業、絶対せなあかん事業ってあるかと思うんですが、任意事業

で忠岡町ができてないメニューというんですか、というのはどういったものがありますで

しょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 任意事業ですので、国がこれをせえというのは定めておりませんので、ちょっと他市さ

んと比べてどうなんかまでは調査してないところでございます。何ができてないというの

は、ちょっとよくわからない状況です。 

委員（是枝綾子議員） 
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 そうですか。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、任意の事業なので、それは自由であるということですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応、国のほうで地域支援事業の実施要綱なり定めておりますので、その範囲内で実施

するという形になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 任意事業のこういったメニューがありますよというのは、以前は出てたんですけど、そ

んな中で忠岡町がやっぱりできてないものについては１つでも２つでも広げていくという

ことが必要ではないかというふうに思うんですが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 先ほども財源構成のお話をしましたけども、包括的支援事業と任意事業で何ぼかという

上限がありますので、今のところちょっと包括が直営でしております。人件費もかさんで

るところですので、その辺の枠的にいいますと、上限いっぱいのところまで来てるという

のが現状ということで認識しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 地域包括支援センターは直営でやるべきだと。それは忠岡町が、それまで委託してしま
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ったら全く状況がわからない。報告を聞くだけということで、金取るだけ、そういうこと

になるので、やっぱり実情をつかんでいくということと、きちんとしたケアマネジメント

をしていくという点では直営ですべきだということはちょっと申し上げておきます。 

 ということを言いながら、忠岡町でできてない事業ということも、他市と比べて、例え

ば河野議員もいつも質問させていただいてますけども、ひとり暮らしの方の介護用品です

か、紙おむつであるとか、そういったことについての支給が忠岡町はされていないという

ことで、そういう適用もしてほしいという要望がありましたので、そういった余裕がまだ

少しあるんであれば、その範囲内でぜひ実施をしていただきたいということで申し上げて

おきます。ちょっと国が示してる大体こういったメニュー、事業のメニューはこういうも

のがありますというケースとして出しているものを、また後で資料としていただけたら。

よろしくお願いします。 

 もう１ついいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 新総合事業の件で続きですけど、今現在、要支援の１と２ということで認定を受けてる

方については、２９年度、それ以降も引き続き今までどおりに現行相当サービスというこ

とで、ちゃんとデイサービスもお風呂へ入れてもらえるし、夕方まで行けるし、ヘルパー

さんもちゃんと資格を持った人に来てもらえるけど、今度新しく、これから、ここにいら

っしゃる方、これから受けたいという方についてはそうではないということで問題になっ

てるんですけど、新規の認定者で要支援の１と２というふうに認定される方というのは、

厳密にはちょっとわかりにくいですが、この資料７ページでいくと、要支援の１と２の方

が２６年と２７年で３００人差があるんですね。だから、３００人の方が大体毎年新しく

申請して、そうなっていくというふうに、正確ではないんですけれども。となると、３０

０人の方、同じお金を払っているのに受けられへんというね。 

 で、お風呂が家にある方は、何とかちょっと見守りみたいな感じで来てもらって、こう

やって見てもらったらいいんですけども、お風呂がない方については、お風呂屋さんまで

ついていっていただけるんでしょうかね。もしその現行相当サービスが受けられないとい

うことになったら。やっぱり要支援の２とかになりますと、お風呂屋さんでちょっとお風

呂入られへんと。で、ついてきて、一緒にお風呂屋さんまで入りに行ってくれるんかと。

お風呂に入らせてくれるんかということの、お風呂の入浴の保障についてはどうなります

でしょうか。そういう方については。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 要支援の方に限らず要介護１以上の方でも、物理的に自宅に風呂がなくて入浴介助が必

要な方につきましては、そういう銭湯で入浴介助というのは可能です。法的には可能です

が、ただ、その銭湯さんとしても、安全が保障できるかどうかというのは、きちっとその

辺はケアマネジメントしていかないといけないことになりますので、必ず希望どおりいく

かどうかというのはわかりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 入浴介助が必要な方については、やっぱり現行相当サービスということで、清潔を保持

するというふうなね、そういった点でも必要だというケアマネジメントをしてもらえるん

であればまだしも、お風呂がないからといって、現行相当サービスのデイサービスを使え

るというわけではないという話を聞きましたので、やっぱりそこは実情に応じて現行相当

サービスをできるだけ使えるようにという配慮もしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 お風呂がないからといって、そのケアプランに入れるというのは不適切かと思っており

ます。あくまでも本人さんの状況を見まして、入浴介助が必要であるというのであれば、

デイサービスなりで入浴をしていただくというのが介護保険上認められてることであると

思いますので、ご理解のほどお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 入浴介助が必要やという判断は、ケアマネジャーさんがするんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ケアマネジャーさんが総合的に判断すると思います。当然、主治医意見書なり、主治医

の方とも相談するでしょうし、家族さんのふだんの状況も見まして、それで判断していく

形になると思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、ケアマネジャーさんだけの判断ではそれはできないということで、どこが最終的

に判断するんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 支援１、２の方につきましては、包括支援センターが中心となって実施しているところ

でございますので、それにつきましては包括に相談していただけたらと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 相談というのは、ケアマネジャーさんが包括支援センターに相談するわけですね。で、

許可を得るというふうなことになるわけですね、そしたら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 許可というような、そこまではないんですが、相談に乗っていきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 必要な方には必要なサービスを提供するというふうになっている介護保険ですので、そ

こはやっぱり必要だとケアマネジャーさんが認めたら、ぜひ認めていただきたいというふ

うにも思います。 

 よろしいでしょうか。あと、すみません、もう１点。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 特別養護老人ホームの待機者数というのが、この２７年度は何人だったでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２８年４月現在で、待機者８人ございました。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この待機者の数はどうやって把握されたでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 本町に１カ所、特別養護老人ホームがありますので、そのところの入居者の待機者の名

簿から出てございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、忠岡町のピープルハウスと、２カ所と言いましたか。もう１カ所、どこです

か。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 いや、１カ所です。 

委員（是枝綾子議員） 

 １カ所ですか、すみません。ピープルハウスの待機者ということでカウントされてて、

そこじゃなくて別のところを申し込まれてる方、ピープルではなくてほかのところに申し

込まれている方の数については把握されてないということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 一応施設と直接契約ということなんで、忠岡町を経由しないから待機者がわからないと

いうこともあって、直接問い合わせて確認されているということだと思います。介護保険

制度のちょっとそういった数が把握できないと、ニーズが、点だと思います。でも、特養

の入所者というのが今２７人、この年度ですね、違いましたか。４５人ですね。一応計画

どおりでしょうか。事業計画どおりになってますかね、この年度は。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応計画では２７年度は４８人ですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、事業計画の何ページにありますかね、これの。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 １００ページにあります。 
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委員（是枝綾子議員） 

 １００ページ。２７年、４８人ですね。 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 一応４８名の事業計画で４７名と。で、待機者が一応８人いらっしゃるということなの

で、本来でしたらもう１人は入っといてもらわないと、保険料をこれで計算されてるの

で、ですけれども、その計画どおりに入れなくて待機者になっているというのはどういう

ことでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 現状いっぱいでしたら入れないんですが、待機者８人中、１年以内の希望で、なおかつ

３カ月以内に入所の必要性が高いと考える方が４名という形で報告を受けてます。その４

名の数が待機ですので入れてない状況なんですが、以前と比べまして比較的特養のほうは

入居のしやすい状況なんかなというのは考えてます。ほかの状況は、ちょっと１人の方が

何カ所も申し込みされてますと、待機者の数が膨れ上がってるという状況があって、ちょ

っと名寄せができないんで、実質の数字がわからない状況なんですが、以前というか、

二、三年前と比べたら比較的入りやすい状況かなと。なおかつ、ピープルさん１００床ご

ざいまして、大体年間１割程度の入れかえがありますので、その分につきましては長期間

に待機していただくということはないのかなと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 待機者が減ってきてるのは、サービスつき高齢者専用住宅であるとか、低額の有料老人

ホームとかがたくさんできてて、どうしても急ぐ人はそちらに入るので、待機できる状況

の人というのは少ない。経済的に本当に大変という方はやっぱり待機せざるを得ないと思

うんです。一応計画では、この年度は４８名で、２８年度は４９名で、２９年度は５０名

というふうな計画で保険料を徴収されてますので、やはり入れますよというふうなことで

お金を取ってる以上は、計画ではこうですのでということで、それの努力をやっぱりして
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いただかないと、集めているのにもかかわらず、計画でもうたっているにもかかわらず、

それでお金を取って計算されてるわけですから、待機者はぜひ入れるようにということで

努力はしていただけませんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね、待機者のほうはできるだけゼロに近づけるように努力していきたいと思っ

てます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（三宅 良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、ちょっとお聞きします。地域支援事業の絡みになってくると思うんです

が、今、団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年問題と言われるところから、今、２０２

５年から大体３５年の要は死に場所問題ということですね。今は、最終的に九十数％の方

が、最後、病院に搬送されて、病院で亡くなるというんですけど、そのキャパがどう考え

ても足りないという時代が、もう２０３０年前後から間違いなくやってくると。じゃあ、

そのときに対してどのような最後の看取ですね、在宅医療、最後の終末期を過ごすかとい

うことに関して、少なくとも昨年かおととしの厚生労働省の審議会でもその問題に触れら

れてました。ある意味、病院で死ぬということが最終的に救急で搬送されて文化となって

しまっていると。それをできるだけ在宅に、在宅にと。全員に強いることは無理かもしれ

ないですけど、それを１割、２割でも戻すことによって、今の状況を維持できるというこ

とが書いてありました。 

 それは、国としても何らかの施策は大きく打ち出すとは思うのですが、やはり住民に身
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近な地域包括としては、その部分を見越した、例えばですが、有料老人ホーム、サ高住、

特別養護老人ホームでの看取のあり方、家族への理解のあり方というのを進めていく、今

からでも地道に進めていくことであると思うんです。まだ利用しない、今６５歳前後のご

高齢で、うちの親もそうですけど、そういった方への啓発ですね。このあたりでしたら、

在宅医療の先生のネットワークを組んだりもしてますし、そういった方たちもそこはすご

い危惧してはって、そういった方たちの発表もその辺はすごい触れられているんです。 

 そういったことを見越して今から動くのが包括の使命やと僕は、包括、特に社会福祉士

の使命やと僕は思ってるんですが、まずそのことに対する見解に対して、今どのように考

えるかというのが１点と、今後、その問題に対してどのように手を包括として打っていこ

うと考えてはるか、この２点お答えいただけないでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 在宅で死を迎えるというんですかね、家族と一緒に暮らしながら終末を迎えるというの

は、これからそういうのがふえていって、医療と介護の連携をしながらそういうのはふえ

ていくのかなと思ってます。で、今、泉大津市医師会の中の先生のほうでも、在宅診療と

いうんですか、積極的にしてくれてる先生もいらっしゃいますが、なかなかそういう先生

もいてない状況ですので、そういう医師会の間でも在宅診療、医療を進めていくという雰

囲気はできてきておりますので、その辺の看取をしていただける先生もふやしていかない

と受け入れができないような状況になってきてるかなと思いますので、それはそれとして

医師会とも連携をしながら、どんどんそういう在宅医療を進めていこうかなと思っていま

す。 

 あと、包括として終末期を迎えるに当たって、その、何というんですかね。 

委員（三宅良矢議員） 

 最終末期を迎えるに当たっての、すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（三宅良矢議員） 

 家族とのどう対話というか、覚悟やと思ってるんです。僕はある程度覚悟も決めてる

し、いろんな状況もケースのスタディーもしてるので、自分の親はこうあるべき、ベース

としてはどう考えてもこうあるべきやという気持ちは固まってるんですけど、例えば泉元

課長、今、親御さんとお住まいやったとするじゃないですか。じゃあ、いざ看取ったとき

に、しかもいざその最期、もう何も食べられなくなりました。放っとけば、そのまま昔で
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いえば自然に老衰で亡くなっていきますと。でも今、例えばそれでも救急車を呼べば、別

名スパゲッティ状態ですよね。いろんな管を通して、注射器を刺して、穴あけてという、

別名スパゲッティ状態ですけど、変な話、混乱してる家族さんとかなんかは、そんなん強

いられたら、やっぱり「はい、はい」と言ってしまうんですよね、いざというときに。そ

のいざというときに対する覚悟のどう持っていくべきかというのは、その以前の段階から

しっかり、どう看取ってほしいという本人の意思と、どう看取るという家族の意思がある

程度合致するようにしていかないと、うまくは絶対いかないと思ってるんです。それをど

う調整していくとか、どう検討していくというのは、やはりその市町村においては包括の

役割やと僕は思ってるので、その辺に対する動きというか、考え方でもそうですけど、ど

う進めていきはるのかなと。進めていっていただきたいと、どう考えてもということなん

ですが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 終末期を迎えるに当たって、本人とその家族はどう考えていくかということについて、

最近、そのエンディングノートと言うたらおかしいですけど、そういうので自分の死を迎

えるに当たってどう考えていくかというのも、いろいろ講習とかしているところもござい

ますので、その辺をちょっと参考にしながら、本当に終末期をどう迎えるか、こういう病

気になったときには、どう家族が対処してほしいのか、またするのか、そんなんを含めて

考える場というんですかね、そんなのも提供していかなあかんかなあとは思ってます。 

委員長（三宅 良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それを提供せなあかんかなじゃなく、しなくてはいけないことだと僕は思ってます、少

なくとも。その話し合うとか考えるきっかけの前提材料をしっかり提供するのが行政であ

り包括での役割と僕は思ってるんで、それを誰がじゃあするねんという話じゃないです

か。例えば、在宅の先生がそれを幾ら啓発したからというて、いざ行政がそういう認識が

ずれてたら、先生ばっかりが先走ってる状況になると思うんですよね。そこっていうの

は、必ずしも包括と在宅医、で、家族、本人の意思というのは、ある程度同じところまで

持っていくように努力しないといけないと思ってはいますので、その辺に向けては必ず取

り組んでいただきたいと思うんですが、どうでしょう。取り組み始めていただきたいと思
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うんですが、どうでしょうかということです。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 包括がそういう家庭の終末期に当たってどうするか、話す機会を設けなければならない

というのは、そこまではちょっと包括として責任は持てないところでございます。ただ、

そういう終末期をどう考えるかということについて、家族で話してくださいねという分に

ついて、そういう雰囲気づくりというんですか、機運をつくっていくことは包括では可能

かと思ってますので、それについては情報発信はしていきたいなと思ってます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その情報発信というのは、具体的にはどんなことを例えば今やったら考えつきますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そのエンディングノートですね、終活、終わりの活と言ったらいいんですかね、ちょっ

と字は思い出せないんですが、そんなような講習会であるとか、そんなんが考えられるの

かなと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 できる限り、出前講座じゃないですけど、住民の方、特に敬老会や、あとはそういった

住民の方が集まる場での講習ですね、それをできるだけ数をふやして。別に家で死ねとい

うわけじゃないんです。もう最期、運んでほしいという方に関しては、その在宅の先生も

言うてます。それは家族の判断やから、どうしても運んでほしいと言えば、運んでくれて

もいいんやと。でも、やっぱり最期を家でみとりたかった、最期は自然に亡くなっていた
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だくのを希望したのに、いざというときに家族がやっぱりうろたえて、流されて、病院に

運ばれて、思うことができなかったというようなこともあるんで、そういった事例、詳し

い状況ですよね、事例とか踏まえて、やはり住民の方に丁寧に投げかけていただいて、で

きる限り考えていただく機会というのを今後持っていただきたいなと思います。お願いで

きますでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 人の死というデリケートなところになりますので、その辺は余り暗い雰囲気でもだめで

しょうし、なおかつ家族間同士で考えていただかないといけないことでもあろうかと思い

ますので、その辺はちょっと地道に進めていきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 別に暗い雰囲気で伝えろとかじゃないんですよ。だって、僕はその在宅の先生の講演会

を聞いたら、みんな笑ってましたもの。話の内容が、やっぱり持っていき方がすごいうま

いんでね。やっぱり伝え方やとは思ってます。別に暗い雰囲気で伝えろとか、深刻な話や

から深刻に伝えなくても、そこに対してある一定のユーモアやとかファニーがあっても全

然問題はないと思ってますんで。ただ、核としてやはり在宅終末期をどう今後迎えるのか

という方向の住民さんに対する啓発ということだけは、やっぱり丹念に行っていただきた

いということなんです。よろしいでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。委員長、結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 
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委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうしましたら、先ほど是枝委員もおっしゃってました介護用品の支給事業について、

ちょっとお聞きしたいと思うんです。これの対象者というのは要綱で決められているんで

すが、ここ数年で拡充されたとか、そういったことはないですか。もうそのままの状態な

んでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 特に要綱の変更等は行っておりませんで、そのままの状況でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうしましたら、対象は要介護３以上で、町民税非課税世帯の要介護在宅高齢者を介護

している家族ですね、家族に対して、これは本人じゃなくて家族に対して紙おむつとかパ

ットとか、あと使い捨ての手袋ですね、そういったものが１カ月６，２５０円の上限でい

ただけるということであります。 

 これは、その要介護３以上の介護認定を受けておられる方が対象じゃなくて、今言いま

したように家族さんですね、家族さんを対象としていると。これについて、他市ではね、

前にも私言いましたけれども、近隣でしたら泉大津、和泉市、岸和田、貝塚はもう対象者

は本人なんですね。で、施設に入所されてても支給しているということです。忠岡町は、

たしか施設で、ちょっと間違ったら訂正してくださいね。施設に入所されていたらだめだ

ったんではないかなというふうに思います。 

 で、岬町なんかは、対象は忠岡と同じように原則家族さんでありますけれども、本人の

不利益が生じるようなことがあってはならないということで、本人の状況を見て支給され

ているということであります。地域で一生懸命、介護を受けながら頑張っていらっしゃ

る、そういった方に、家族さんが、例えば本当に天涯孤独であったりとか、例えば遠い九

州にご親戚が住んでいるとか家族が住んでいるとか、そういったことだと支給ができない
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と。これはやっぱり近隣でもこうやって対象者が本人であって支給しているということで

すので、やはり地域で頑張って入院もせんとお家で在宅で頑張っておられる、そういった

介護を受けている高齢者の方々ですね、そういった方を応援するという形で、これはぜひ

対象を広げていただきたいというふうに思っているんですけど、このことについてはいか

がでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 介護用品支給事業につきましては、地域支援事業という大きなくくりの中で実施してい

るところで、その中で地域支援事業の家族介護支援事業というメニューの中の１つとして

介護用品支給事業を実施しているところで、今のところ要介護３、先ほど言われたように

要介護３以上の非課税世帯を介護している家族ということで実施しております。 

 で、忠岡町にサービスつき高齢者住宅であるとか有料老人ホームが多数出てきておりま

す。その方の入居につきましては、一応住所地特例になりますので、他市さんからの転入

者につきましては他市の給付という形になってるんですが、今のところ介護用品支給事業

は家族としておりますので、その辺までを認めていくとなりますと膨大な費用が発生して

くることが予測されますので、今のところ本町につきましては要介護３以上の非課税の介

護している家族さんを対象に支給しているという状況でございますので、地域支援事業も

その給付費の枠がございますので、今、月当たり６，２５０円、年間７万５，０００円に

なりますので、その辺の対象者の増によりまして負担がふえるということもありますの

で、その辺はちょっと厳しいところかなと考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ６，２５０円が上限で、給付の券といいますか、用紙を渡されて、それを持って薬局に

買いに行くというシステムになっていますけれども、丸々６，２５０円を使わない方もい

らっしゃると思うんです。膨大なお金が要るというふうにおっしゃっていますが、そんな

に金額的にたくさん要るものではないと思うんです。 

 先ほど是枝委員もおっしゃいましたけど、任意事業として５００万でしたか、余裕もあ

るということなんで、他市がやっているんですから、なぜ忠岡町がこれできないのかなと

いうふうに思うんです。一度ね、試算もしていただいて、ぜひこれは対象者を広げていた
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だきたいというふうに思います。それ、お願いできますでしょうか。いろいろ試算、一応

アンケートもとっていただいたらわかると思うんですが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺、他市さんの状況も確認していきたいと思ってます。ただ、１点、その地域支援

事業の中でも、任意事業において介護用品の支給に係る事業を実施している場合は、２６

年度に実施している場合は、当分の間実施して差し支えないという形の文書がございまし

て、ちょっと将来的にこのまま続くのかどうか、補助制度が残るのかどうかというのを危

惧するところでありますので、その辺、国の支給対象というんですかね、当てはまるのか

どうかも微妙なところになってますので、その辺もちょっと調査していきたいと思ってま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ調査していただいて、声も聞いていただきたいというふうに要望しておきたいと思

います。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 高齢者がますますふえる中で、やっぱり寿命が日本は世界でも一、二位ということで、

寿命はどんどん延びてるんですけども、やっぱり大事なのは健康で長生きするということ

が非常に大事だと思うんですね。そういう面では、医療の面もそうなんですが、介護にか

からない、予防ですね、要するに。これにしっかりと取り組んでいかないと、やっぱりこ

れから先、医療費がどんどん、介護費が上がるし、それから保険料も上がってくるし、高

齢者がふえてくるし、これはもう財政的にますます厳しくなることは目に見えてるわけで

すね。 
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 だから、そういう点ではやっぱり健康寿命を延ばしていくと、介護にかからないように

しっかりと町としても取り組んでいくということが大事だと思うんですね。そういう点

で、本町はその介護予防に対してどういうふうな取り組みをしているのか、またしようと

してるのか、ちょっとその辺お願いします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 おっしゃるとおり、健康寿命の延伸が今後の課題かなと思ってまして、その介護予防事

業に取り組んでいく、どんどんいろんなことで広めていきたいなと思ってます。で、福祉

センターにおきましても、介護予防の体操であるとかもしてもらってるところでございま

すし、高齢者の方が家に閉じこもり、ひきこもりするようなことなく、やはり一歩家を出

て活動してもらえるような、なおかつまた食べ物に対しても、塩分控え目であるとか、そ

ういう健康志向に向けるような仕組みづくりをこれからもしていきたいなと思ってます。 

 でないと、医療費の増大もございますし、介護給付費の増加もありますので、やはり健

康寿命延伸が一番大事かなあ。本人にとっても大事なことですし、我々にとっても望まし

いことかなと思ってますので、その辺は社協の事業とも相まって、いろいろ社協のふれあ

いサロンの活動も始めようとしていますので、高齢者が気軽に外に出てもらって会話する

であるとか、レクリエーションなり、そういう部分も包括としても取り組んでいきたいな

と思っておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 これからもう、保険料も上がるのは困るし、また給付もふえてくるのは大変やし、そう

いう点ではやっぱりどうしても介護の予防ですね、予防のほうにしっかりと町も取り組ん

でいくことが、お互い、本人自身も健康でおられるということはいいことやし、経済的に

も負担が少なく済んでいくので、しっかり町のほうも、これは介護保険ではそういう介護

予防は出ないんですね。保険のほうでは、その介護予防するのに全くお金が出るわけじゃ

ないんですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 地域支援事業の中でそういう介護予防のメニューがございますので、その分は事業展開

は可能かなと思ってますので、その辺はちょっと事業を進めていくような形で考えていき

たいと思います。 

委員（前田長市議員） 

 そうですか。しっかり介護予防のほうをまた取り組んでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いいですか。数字をちょっとお聞かせください。この第６期の保険料は上がりましたけ

れども、何％上がりましたでしょうか。あと、基金の残高は今現在どのぐらいありますで

しょうか。で、一応その保険料を設定したときに、保険料を引き下げのためにこれだけの

基金を取り崩しますと言ってた金額をお聞かせください。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 第５期の保険料基準額が５，０９８円で、今期が５，２８３円になりますので、３．

６％の増になります。あと、２７年度末の介護保険準備基金の残高ですけども、５，９６

６万１，２６８円です。 

委員（是枝綾子議員） 

 取り崩し予定、引き下げのためにということで。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 取り崩し予定としましては６，３６７万６，５７４円になります。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 取り崩し予定というのは、基金の残高を全部取り崩すということと、これから保険料を

徴収する分での余った分も充ててということで、一応基金を全部使い切るという計算にな

っているんですかね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 第６期期間中で基金は使い切る予定で計算しております。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら、基金の残高がゼロになるには、６，３６７万円、あと１年ち

ょっとで使う。この期どのぐらいかちょっとわからないですけど、２年目ですね、２８年

度、どれだけ崩すかがちょっとまだ途中なのですけれども、わかりました。 

 で、減免制度で、この２７年度、何人の方が受けられたでしょうか。減免の対象の段

階、第何段階。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 保険料の独自減免ですけれども、減免の要件は本人の保険料段階が第２段階または第３

段階になりまして、本人１人の世帯でしたら１２０万以下であること、また預貯金等が３

５０万を超えないこととなっております。で、２７年度実績は、８件の認定で、減免額が

９万８，８９０円になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 町独自の減免制度、たった８人で全体で１年間で下げた９万、１人じゃないですね、８

人で９万８，８９０円ということなんですね。少ないですね。ということでね。すみませ

ん。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 減免制度で、第２段階と第３段階の方が第１段階の保険料になるということですね。で

したね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 全体の予算９万８，８９０円ということなので、もう少し対象者を、何かごっつい安く

してもらったというふうな、減免制度があるという割には、たった９万８，８９０円とい

うのはちょっと少な過ぎるので、もう少し対象者を広げて、皆さんに負担感のないように

してもらうというふうなちょっと改善、それか対象人数をもっとふやしていくと。８人じ

ゃなくてね、８０人ぐらいおりますという、８０人おっても１００万もならないという、

そういう計算ですので、もう少し減免制度の改善をしていただきたいというふうに要望い

たします。例えば、第４段階の方とか、所得要件をもう少し緩和して対象になる方をふや

すというふうなこともぜひ検討してください。よろしくお願いします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 またその辺、近隣の状況もありますので、また調査、研究してまいりたいと思ってま

す。 

委員（是枝綾子議員） 
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 よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員、ほかによろしい。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 細かいこともぎょうさんあるんやけど、それはまた原課で聞きます。 

 この滞納の繰越分ってありますよね。これ、何年ぐらいでこんなになってるんですか、

１５０万ぐらいの金というのは。資料の一番最初の分です。３ページかな。大体でええ

よ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 保険料につきましては、さかのぼりは２年になりますので、あと分納誓約とかしてる方

もございますので、その辺ちょっと数年さかのぼりという形になると思うんですが。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 ２年ぐらいの、さかのぼって、これ繰り越しがたまってきたと、こういうことやね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。そのとおりです。 

委員（前田 弘議員） 

もしね、これ払わへんと、よう払わへんと言うた場合ね、年金なんかでもろうてると思

って、それでも払えないというような状態の人たちがこれに載ってるということですか。

どういう状態の人が滞納になってるんですか。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 介護保険料は基本的に年金から天引きという形になってるんですが、そういう滞納にな

ると、年金の額が少ないであるとか、ない方になってくるんですが、当然、年金のあるな

しにかかわらず介護保険料はかかりますので、普通徴収になりますのでね、その辺でどう

しても滞納になってきますと、実際に給付を受けるに当たっては給付制限がかかりますの

で、今のところ１割とか２割負担ですが、それが３割負担というような負担になってきま

すので、その辺ができるだけ滞納していただかないような形で、こちらも督促なり催告状

を送って通知はしてるところなんですけども。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 それでも滞納できてるんでしょう。それで、この後の処置をどうするんですか。一番最

後のページにも、ピープルハウスとか高石病院まで書いてあるわね。そこへ入っとって、

よう払わんとなったら、放り出されるんですか、どないするんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 滞納の期間によりまして給付制限がかかる形になりますので、利用者の負担割合がふえ

るという形になります。１割負担が３割負担になるという形になります。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 介護保険もよう払わんのに、これ１割負担、２割負担、３割負担と、余計によう払わん

のと違うの、これ。そんな人、現実におるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応その滞納の方ですね、給付制限というんですけども、２７年度は２件ございまし

た。で、１人の方は介護保険は使ってはないんですが、実際に１人の方は使ってたことが

ございます。ただ、１年間ずっと使ってるわけじゃなくて、数カ月使って、ことしに入っ

て亡くなられたというのがございました。ですので、今のところ給付制限がかかってる方

で介護保険を使っているという方はいらっしゃいません。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 ピープルハウスでも忠岡町の人がたくさん入ってると思うんですけども、３０名か３５

名と書いてますよね。そんな人はないんですよね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そういう方は、滞納はございません。 

委員（前田 弘議員） 

 ああ、そうですか。この１５ページに書いてある病院とか、高石病院からこのピープル

ハウスまで、これは忠岡町の人が入ってるんやね、これらの施設に。これは希望したら全

部同じところへ行けるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 本人さんというか、家族さんも含めての希望をしていただいて、あくまで空きがないと

入れませんので、その辺の状況で入っていただくという形になります。 

委員（前田 弘議員） 

 このピープルハウスさんと、この高石病院まで、これはどこの病院でも個人負担という
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のは一緒なんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応、介護保険での負担は介護報酬になりますので、どこがどうということはないんで

すが、保険上では同じになります。施設の区別はあると思うんですが。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 介護３とか４とか、それはもちろん違うと思うんですけども、同じ３であればピープル

ハウスもこの高石病院も一緒ということなんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 個別の基準がございますので、全く一緒ということはないんですが、それぞれ配置の割

合であるとか加算の取り方とかありますので、事細かくは一緒ということはないんです

が、総体的に施設によって同じような形になります。 

委員（前田 弘議員） 

 ほぼ同じやということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ただ、あと実費分がありますので、その辺はちょっと各施設さんで多少上限はあるかと

思います。 

委員（前田 弘議員） 

 そうですか。わかりました。結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他にございませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 
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委員長（森 政雄議員） 

 次に、１８１ページから１８８ページの後期高齢者医療特別会計決算につきまして、担

当課より提出資料の説明を求めます。 

（大谷保険課長：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ７５歳以上の方がこの医療の後期高齢のほうに入っていらっしゃるんですが、発足後か

ら非常に悪い制度だということはいろいろと私たちも指摘をさせていただいたところで

す。今まで息子さんなんかの会社に勤めていらっしゃる方の社会保険のほうの扶養家族に

入っていらっしゃった方が、それぞれ夫婦であっても一人一人この保険証を持つというこ

とで、平成２０年から始まっていまして、２年ごとに保険料の見直しということで、年々

上がってきていますけども、この２７年は、２６年、２７年で２年のくくりになっていま

すので、来年、２８年度はまた保険料のほうは上がっていくというふうになるんでしょう

か。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２８年度と２９年度につきましては、ちょうど今年度が見直しの年でありまして、

所得割と均等割と２つの部分がございますが、まず所得割の分につきましての料率は、２

６年度、２７年度が１０．４１％、２８年度もそこは１０．４１％と変わりはございませ

んが、もう１つ均等割という部分がございまして、こちらにつきましては２６年度、２７

年度が年間５万２，６０７円だったものが、２８年度、２９年度は５万１，６４９円と若

干下がっておりますので、その分を考慮すれば、必ずしも上がっているとは限りません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ということで、これは次、見直しは２８年度、２９年度ではなかったですか。違います

か。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ただいま平成２８年度、２９年度は第５期となっておりまして、次また第６期が平成３

０年度より迎えますので、その時点ではまた料率の改正はあるかと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ということは、やはりもちろん７５歳以上の方ばっかりがくくりになっていますので、

高齢化して病院に行く回数も多くなってきますし、高度医療とか高いお薬が出てきていま

すので、もちろん給付のほうも上がっていくと思うので、値上げになるんじゃないかなと

いうふうに思うんです。 

 で、保険料の滞納繰り越しというのもありますけれども、すみません、ちょっと勉強不

足で申しわけなかったんですけど、この後期高齢者の場合は、短期とかそういった保険証

は発行はなかったんですかね。そういう制度はなかったですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 短期被保険者証になる方は、実際、ある一定期間滞納が続いた方については、通常の保

険証でありますと、１年証、有効期間が１年の保険証が交付されますが、その期間が半年

という形の短期証という形になります。で、今、実際短期証が交付されている方は、最新

で１２名いたかと思います。短期証になったからといって、医療を受ける際のペナルティ

ーというのは特に何もございません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 通常でしたら短期証明書、３カ月というのもあるけど、一応半年ということです。これ

は資格証明というのはないんですかね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 資格証明書の発行をされている方は、いません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。なかなか払えないということで、窓口にも相談に来られる方がいらっし

ゃるんだと思うんですけど、そういった方には分納であったり、そういった相談もされて

いるんだと思うんですけど、どういった状況ですかね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 そもそも後期高齢の保険の方で滞納されてる方と言われるのは、徴収率が９９．５％あ

りますので、かなり少数の方になられます。ほとんどの方が年金、ほぼ７割以上の方が年

金から保険料が徴収されておりますし、残りの３割の方のうちの過半数の方も口座振替を

利用されてる方がおられますので、ほんまにほとんど八十数％の方が特別徴収または口座

振替という形になりますので、残りの十数％の方が毎月納付書で納めていただいてるとい

う状況になりますので、要はそういう方が滞納者になるという流れになるんですが、傾向

としましては、一番多いのが、やはり今まで国民健康保険だったものが後期高齢者医療に

切りかわった際、それまで口座振替をしていたのをそのまま引き継がれていると。ずっと

口座から保険料が落とされているというふうに思い込んでいて、納付を忘れていたという

ふうな方が割合としてはかなりおられますので、こういった方は後々また督促が行った

り、またお知らせをした段階で、おくれている分を払っていただくというふうな形の方が
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多くなってございます。 

 なので、本当に、こう言っていいのか、悪質というような方というのはほとんどいない

のが状況でして、ほとんどの方は今言うたような形で、うっかり忘れてたというふうな方

が多くを占めている状況でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 恐らく窓口でもご親切に対応はしていただいてるというふうには思っています。やはり

大方が年金からの引き落としということで、取りっぱぐれのない保険料というふうになっ

ているんですが、やはりこの先、増額が大変心配されるところなんですけど、基金という

んですか、そういったものも入れていって抑制していくと、そういったことももちろんこ

の先されていくんでしょうか。それだけちょっと最後にお答えお願いしたいと思います。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 広域連合側でも剰余金、今回２８年度の保険料を算定する際に、２６、２７年のときの

分の剰余金がありましたので、その剰余金を活用したことによって、均等割の率が若干で

はありますけども、下げられたという効果がございました。で、こちらとしましても、今

後保険料の負担が余り大きくならないような形をとってほしいということは、それは要望

してまいりたいと思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ広域連合のほうにもそういった意見も、要望もしていただきたいというふうに思い

ます。ありがとうございました。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと数字をお聞かせいただきたいんですけれども、先ほど言った軽減が、９割軽減

かかっている方ですね。社保の扶養家族からこちらに強制的に入れさせられた方々とか、

そういう方々の９割軽減がなくなると、大体どのぐらいの保険料になるんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 まず数、大体の人数、９割軽減が今かかってる方の、もともと社会保険の扶養であっ

て、後期に移られた方ということですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、ちょっと今、国のほうでその９割軽減の見直しということが言われて、そ

の対象になるような方というのは、社保からの方だけなのか、それとも９割軽減がほかに

もかかっているような方がいらっしゃるのか、ちょっとその辺がわかりませんけど。 

保険課（大谷貴利課長） 

 まず、社保の扶養であった方なんですけども、大体２４０人ぐらいの方が今おられま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 軽減がなくなったら。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

大谷課長 

保険課（大谷貴利課長） 

 今の、これらの方につきましては、所得割が課せられずに均等割の金額、２８年度で申

し上げますと５万１，６４９円がそれの９割軽減がかかりますので、単純に年間５，１６

４円という金額になります。これが本来本則でありますと、５割軽減という形になります

ので、そこに戻ると、年間２万５，８２４円という額になりますので、単純に今の５倍の

負担になるということになります。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 軽減を外されて５倍、今まででしたら社保の扶養家族は保険料の負担が要らなかった。

で、それを抜いて、ちょっと無理やりやから反発があるから、１割の負担でいけるよ、安

いよと言って入れて、で、１０年来たら今度それを外して５倍になるというような、ほん

とに詐欺的な方法やなというふうにちょっと思います。そういった方々に対しての軽減と

いうことも町独自で考えていただきたいなということは要望申し上げるのと、政治的にち

ょっとこの後期高齢者医療の町独自の軽減というのは可能なのかどうかですね。というこ

ともちょっとお教えいただきたいんですけど。可能かどうかですね。府ですね。広域連合

ですものね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 その辺につきましては、ちょっと確認をしないことには、今何とも言えないです。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お昼ですので、ここで休憩し、午後１時から再開いたします。下水道事業会計からいき

ますので、よろしくお願いします。 

（「午前１１時５９分」休憩） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後０時５８分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 １８９ページから２０１ページの下水道事業特別会計決算につきまして、担当課より提
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出資料の説明を求めます。 

（米井下水道課長：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 資料もいただいておりますが、水洗化の普及率がパーセントで毎年、２３年からずっと

載せていただいています。非常に努力もしていただいてるというふうに思っているんです

けど、２７年度、今年度が８６．８％まで普及率がアップしたということで、次の年度、

大体毎年何％ぐらい上げていくという目標を持っておられるんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 現在８６．８％で、この１年で８８％、１．２ポイントの伸びを見込んでおります。大

体１年に１ポイントから１．２～１．３ポイントの、ここ数年の伸び率というのはそうい

う形でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 本管が通っていてもなかなか接続されないお家、借家であったりとか、おひとり暮らし

で高齢者の方であったりとかいう方は、費用もかかりますので、なかなかつなぐというふ

うなんが難しいところもあると思うんですけれども、くみ取りと、あと浄化槽のほうも結

構あるというふうに聞いてるんですが、職員さんは、つなげないところはどういった訪問

したりとか、どんな方法をとっていらっしゃるんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 今の未水洗化対策でございますけれど、まずくみ取り浄化槽のデータ、生活環境課のほ

うとかから情報をいただきまして、あとは我々職員で順繰りに未水洗のお家を訪問しまし

て、何とかつないでくださいとお願いして回っているような状況でございます。また、戸

別訪問というのが一番効果があると。その他は広報、ホームページ等で掲載しておりま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 大変、原課のほうでご苦労されているというふうに思います。で、促進対策制度という

のがあるというふうにお聞きしてるんですが、忠岡町は助成金が２万円ですか、限度額が

７０万円までさせていただけるというふうに書いてあるんですけどね。他市なんかに比べ

てこの制度はどうなんでしょうか。大体横並びぐらいの金額になっているんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 泉大津市さん、隣が同じように助成金融資制度がありまして、助成金が３万円と、融資

制度が６０万と、で、和泉市さんは助成金なしで融資制度が７０万、本町と同じでござい

ます。高石市さんはケースによってということらしいんですけれど、１万円もしくは２万

円という助成金。それと融資制度につきましては、見積もり金額以内ということですん

で、言葉的には上限なしと。で、岸和田市さんは、助成制度はなしと、融資制度が５０万

という形でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。今、高石のケースが見積もり金額以内ということをお聞きしたんですけ

れども、忠岡町は７０万円ということですけど、なかなかお家のトイレから本管までが遠

かったら費用がちょっと高くなるというふうなこともあると思うんですけど、７０万円以
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内で広いお庭のお家とか、遠いところでもその以内で大体工事というのは済むんでしょう

か。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 どういうんですかね、今の１００平米から百数十平米の敷地、標準的なお宅でトイレ、

それとお風呂、洗面所、台所をつなぎましたら、今のほとんどが洋式トイレで、ウォシュ

レットをつけはると。そのウォシュレットも含めて６０万から６０数万、あとは台所の器

具、要するにシンクをさらにしはったとか、壁紙を全部、せっかくやからきれいにしちゃ

ったとかいうので、どうも訪問したりしてえらい高くついたわというお声のお家は、ほと

んどリフォームのほうも含まれておりますので、大体この７０万以内でおさまるかと思っ

ております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。なかなか、お家をいらうときにはここもここもというふうになりますの

で、リフォーム以外でしたら大体この金額でおさまるだろうということでありました。す

みません、最後に、これは所得制限とかなかったですね。それだけ、すみませんけど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 融資の件ですね。制限というのは特にないんですけど、まず受益者負担金が支払われて

いることとか、要するに滞納してないとか、そういう条件はございますけれど、あと融資

の分も今、年金のほうでもいけるという形になってきてますんで、特段所得金額の制限と

いうのはございません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 そしたら所得制限もないし、年金で収入の少ない方でもこの制度は使えるというふうに

理解させていただいてよろしいですね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 決算書のほうでお聞きしたいんですけれども、雨水処理の繰入金が若干ふえているんで

すけれども、これはどういったことによってふえているのかというのを歳出の関係で見る

と、どう見たらいいでしょうか。すみません。１９８ページの事業費の雨水管設計業務委

託料との関係で見たらいいんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 今のご質問ですけれど、１９４ページの雨水処理繰入金５，２９０万の分についての繰

り出しのほうということですけれど、今言われた１９８ページの雨水事業に係る部分と、

それにかかわる公債費の返還の分という形で、雨水全般の繰入金に回っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 雨水の工事をされたんですかね。設計業務が出ているだけで、工事そのものは雨水は何

かされていますか、この年。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 雨水ポンプ場の長寿命化工事がずっと続いておりますので、ただ、この分の工事費が２

６、２７と各年度で国庫補助金を充てておりますので、何分満額つくとか若干削られたと

かいうことで増減しております。その分の差で雨水処理の繰入金は２６年度に比べて約３

００万ほどの増になっておるという形でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、昨年は雨水ポンプ場の長寿命化工事は３，８００万かな、決算額が。だった

ので、ちょっと少なくなっているけれども、その関係でね。上がっているからどういうこ

とかなと思ったんですが、国庫補助が多い少ないと、工事の中身によってということで、

今回は昨年に比べて国庫補助が率が悪かったということもあって繰り入れがふえたんでし

ょうか。繰り出しが。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ポンプ場の工事費自体は、２６年度は３，８００万で、２７年度、今回の決算分が３，

４３０万という形で、ポンプ場自体の分は減っておるんですけれど、今度、雨水計画の設

計業務委託費とか、そちらのほうが２７年度ではふえておりますので、その分の差し引き

の差という形で、あくまで２７年度に雨水としての対象となる部分というふうにお考えい

ただいたらよろしいかと思います。  

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。繰り入れがふえてる分は、この雨水管の設計業務の委託料の部分が大き
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いということで、そう考えてよろしいでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 すみません。設計業務のほうの部分は、ちょっと私、勘違いを今していまして、ここに

は含まれてないんですけれど、あくまで雨水の今までの事業の償還額や、先ほどのポンプ

場費の分に、ただ２７年度と２６年度の差額ですかね、でここがふえたり減ったりという

割り振りになると。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、１９８ページの雨水管設計業務委託料というのはどういう計画、何年計画と

か、どういった計画を委託しているんでしょうか。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 この雨水の設計業務、４５３万６，０００円の内容でございますけれど、忠岡東２丁

目、深田線の区域の浸水を軽減させたいということで、まず、基本的な浸水軽減対策とい

うことで、対象区域約２ヘクタールの基礎データの収集、要するに現状の水路がどうなっ

ているとかいう形で調査してまとめたという形の業務委託でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、東２丁目の深田線の道路そのもののところなのか、地域なのか、大体どこの

ところのことが浸水がいつもあって、そこの対策というふうにおっしゃっておられるんで

しょうか。すみません。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 基本的には公共下水ということで、道路部分の対象なんですけれど、もちろん敷地の中

が若干水が入ってくるとか、既存の水路があふれるということで、あくまで東２丁目の公

道、深田線、それと線路際の道路の周辺の家屋も全て含めて対象ということでございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 土地の浸水状況にちょっと詳しくないもので、また網かけ、大体この辺の地域がいつも

改善せなあかん地域という、地域を斜線で地図で引いたものをいただけたらわかりやすい

かと。深田線も上から下までありますし、多分駅のほう、線路のほうが低うなってるやろ

うなと思うけど、どのあたりかというのを対象にそういう調査をされていらっしゃるのか

というのは、また資料をいただけたら。口で言うてもなかなかわかりにくいかと思います

ので。どの辺やろうなという話で。後で構いません。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 そしたら、また後ほど。 

委員（是枝綾子議員） 

 お願いします。はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、それとあと、これは１９６ページの下水道事業資産調査業務委託料というの

が出ているんですけれども、これは何をするために資産調査を委託されていらっしゃるん

でしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 この資産調査３１０万円につきましては、例の企業会計化に向けました基礎データとい

うことで、この２７年度の分につきましては当初、下水道課の資産と、固定資産をとにか

くまとめるということで委託しておりまして、ちょうどそれの最中に企業会計化に移行し

ていくと、せざるを得ないというより国のほう、総務省のほうからも指示が出てきました

んで、内容も資産台帳ができ、どちらにしましても要りますので、それの資産台帳と企業

会計化に向けた検討というような形で取りまとめてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは１年間だけの、この年度だけの調査の委託料でおさまる調査というんですか、検

討の中身になるんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 これはあくまで単年度ということで、まず企業会計化するにはどうしたらいいんやと

か、固定資産をまとめるにはどんな問題、どれぐらいのボリュームがあるかということ

で、現在基礎データがそろったという形でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 企業会計化は大体何年ごろをめどに考えていらっしゃるか。資料が私の手元に、その説

明、前にいただいたんやろうけど、ないので、ちょっと教えていただきたいんですが。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 この基礎データをもとに今年度、２８年度から３１年度中に全てシステム化まで持って
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いって、３２年の４月１日より企業会計化という形で、現在２８年度分を整理しておる最

中でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３２年度からの分を、システム化というのはそのデータのシステム化ですか。システム

化と言うてはったんですけど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 もちろん固定資産等のデータシステムも必要、減価償却という形の内容になりますん

で、なりますし、あともちろん料金等、財政的な分、全てのシステム化という形でござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、また毎年システム化に向けての、企業会計化に向けてのシステムの改修の費

用が要ってくるということで、３１年度まで要るんでしょうね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 おっしゃるとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員、ほかに。 

委員（是枝綾子議員） 
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 企業会計化のことはまたちょっと資料、以前いただいた部分が手元にないので、お聞

き、また一からするのもなにですが、企業会計化のメリットというのはどういったものか

と、一言でおっしゃっていただきたいんですが、もう国のほうで制度でそうなってるんや

ったらそうだということでおっしゃっていただきたいんです。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 もちろん今言われた全体的に国の流れという形と、いかに今後の下水道事業を負担を、

極端な負担がないように平準化的に継続してできるような形で検討していくという形での

企業会計化と。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと忠岡町、今後の工事の計画というのはどんだけ残っているのかというところも

見ないとちょっとわかりませんけれども、今年度下水道が、工事はどこをされましたでし

ょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 今年度というのは２８年度。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２７年度です。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ２７年度の下水道事業につきましてですけれど、暗渠工事につきましては朝日加工、中

央線の朝日加工のところのトンネル工事が終わりましたんで、そこの周辺の面整備工事、

ます設置工事を行っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １９８ページの工事請負費の１，６００万、このことでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そのますの設置工事と、あと若干の道路のところの整備というんですかね。道路の整

備、上のところの整備とか、中のちょっと進めたりとかいう工事もあったんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 もちろんトンネル工事だけ、深いところにありますので、もう一段浅い部分に本管を入

れまして、それぞれにますを設置していっていると。で、その後に道路、歩道とか車道の

舗装も直しておるという形でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 なるほど。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、この２７年度、ますですね、汚水ますを設置した戸数というんでしょうか世帯

数というんでしょうか。まあ言うたら下水道の接続可能になる世帯は何世帯でしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 汚水ます自体は５カ所を設けております。対象となる部分につきましては、マンション

というんかハイツがございましたので１７世帯、それと工場１カ所でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら、そこはもう工事が可能になって、２７年度中に接続の工事が

可能というところになるんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 管渠工事が大方、３月ぐらいに終わっていますので、現時点でもう水洗化可能区域でご

ざいます。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、この年度の新設というんですか、新しく接続するということで、負担というんで

すかね。何か受益者負担金とか、あと一番最初に新設するということで、設置の何かそう

いう費用が取れるとか、そういう歳入に対してここはどうだったんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 受益者負担金というのが、工事の完了後賦課という対象区域になります。この部分につ

きましては２８年度、今年度に賦課をしております。約２，０００平米弱だったと思うん

ですけれど、金額にして６０～７０万の賦課という形になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら先ほど、水洗の接続でちょっと聞きます。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 水洗化率と接続のところの、これは説明にあった資料のほうですね。すみません、普及

率ですね。水洗化の普及８６．８というのは接続したところですね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 水洗化の率ですので、接続率です。 

委員（是枝綾子議員） 

 接続率というのは人口なのか世帯なのかというのはちょっと、どちらのパーセントなん

でしょうか、これは。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 基本、人口ですけれど、世帯とイコールになっております。世帯率も人口率も同じ８

６．８％。 

委員（是枝綾子議員） 

 たまたまですか。たまたま一緒で、普通は違いますけれども、一緒なんですか。その辺

がよくわからんけれど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 水洗化率は基本的に人口であらわすんですけれど、世帯数で出しましても１軒当たり同

じデータが、もとが１軒に３人いてるとかいうことですので、もとは一緒ですので、世帯

数とパーセントは結果的にほぼ同じと、小数１位、２位がずれるときはございますけれ

ど。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。すみません。この年度、何世帯というか、その人口というか、世帯数でい

きましょうか。世帯数でどのぐらい伸びたんでしょうかという。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ２７年度１年の伸びの世帯数は９８世帯、人口でいきましたら２２１人と。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２２１人ですね。はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは新しく家がどんどん今建ってますけれども、それも入っているんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 その年度の３月３１日現時点での人口、世帯数をもとにして算出しておりますので、新

しいお家でも届けがあれば含まれてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら、くみ取りなり浄化槽から水洗化工事をされた世帯というのは

このうち何世帯でしょうか。延べ９８世帯のうち。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 集合住宅等がございますので、まずくみ取りの改造件数は９件、浄化槽の改造件数が１

７、残りが新築という形になります。新築が届けでは５９件。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。なかなか、くみ取りから水洗にするという件数はふえにくいという感じ

ですね。ここのところ水洗化率が上がってきてるというのは、やはり新築の住宅がふえて

いるということにちょっと助けられているというところもあるんではないかなと思います

けれども、その点はどうでしょう。くみ取り、浄化槽から接続するという率が少ないよう

に思いますけど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 確かに先生おっしゃるように、新築という形で、リフォームも新築扱いというようなケ

ースも、リフォームというより建てかえですね、完璧なる、もございますので。ただ、お

っしゃるように、既存のくみ取りもしくは特に浄化槽からの改造、今まではちょっと少な

かったんですけれど、ちょっと昨年度は浄化槽からの水洗ですかね、もふえてきてますん

で。ただ、確かに苦しいことは苦しいですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝議員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは１００％にしていこうと思いましたら、新しく建てて新築というのも助けてもら

いながらですが、あと何世帯、そのくみ取りや浄化槽のところが接続してもらわないと１

００％にならないでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 まず、現時点での水洗化の区域ですね。で、未水洗の世帯数が９８０世帯。それと、ま

だ下水道がもちろん未整備のところ。 

委員（是枝綾子議員） 

 来てないところ。 

下水道課（米井克彦課長） 

 未整備の部分の世帯数が２４０世帯ほど。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その未水洗のところ、９８０世帯、ここを何とか接続してもらわないと１００にはなか

なかならないですね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい、おっしゃるとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。だから、その努力をということで先ほど河野議員が言っていたかと思うん

ですけれども、これについては特別に考えていかないと、このペースでしたらくみ取り９

件、浄化槽１７件というペースでいきますと、何年かかるんでしょうね。３０年ぐらいか

かりそうですね。ということで、そうならないようにもう少しペースをアップしていくよ

うにと。そうすれば下水道料金も徴収できると。せっかく下水道を引いて、ますも来てる

のにもかかわらず活用されていないということですので、一応法律上は、下水道法では何

年以内にというのがありますね。それについて。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ３年でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。３年以内。３年を超しているところはどのぐらいありますでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 先ほどの９８０のうちの約２０件が昨年度の分ですので、９５０から６０件がもう３年

を超えておると。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。ここらで特別にちょっと対策をとって、やはり助成金も少し何とかアップ

をしてとか、そういった形で前面に押し出して、しやすいようにという、そういうキャン

ペーンじゃないんですけれども、取り組まれるという考えはございませんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 現時点では、本町の下水道課としましてはできる限り戸別訪問でお願いしていくという

方針で、助成金等のアップにつきましては今後また検討させていただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 ぜひ検討していただきたいし、いろいろとね、「今ならこれだけありますよ」と言うた

ら、皆さんちょっとね、「あっ、やろうかな」という、そういうやっぱり接続しようとい

う雰囲気をつくっていただいて、それで戸別にも回っていただくということでぜひ対応し

ていただきたいと思います。２万円ぐらいの助成金ではなかなかやろうというふうには思

わないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それとあと、流域下水道の負担金について、すみません、流域下水道の負担金という分

は１９９ページにありますけれども、いつも資料で忠岡は割安になっているということを

ちょっと言いたいということで、ちょっと載せていただいてはるんでしょうかね。流域下

水道の負担金。どの程度忠岡町は安くしていただいているんでしょうかということですけ

ど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 まず今回、この５ページに載せておる維持管理費と建設費につきましては、どの程度の

パーセントと金額ということで見比べられるようにということでございまして、今お尋ね

のどの程度の金額かといいましたら、これはまた年々、若干のずれというのが出てきます

けれど、特に大きいのが維持管理費というところで、おおむね１，８００万から９００万

ほどのマイナスになっております。ここの構成比、２．８％と出ておりますけれど、維持

管理費の本来の町の負担率は３．８２％でございます。その分が取り決めで地元軽減対策

費という形で、この北部処理場、この６市１町の取り決めということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 迷惑施設を忠岡町の地先につくるということで、そのようにしていただいているんです

が、これは一番当初、当初というのはそれができる当初から比率は変わってませんでしょ

うか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 考え方自体は変わってございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 しかし、率としては悪くなっているということはないでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 先ほど言いましたように、この負担率がもともと、今３．８２％でございますけれど、

以前は６．４とか、平成１７年ぐらいは７％とかいうような時代がありましたんで、それ

によって影響されますんで、毎年例えば１，０００万ですよとか、そういう決め方じゃな

いんで、安いというか低い高いというのがちょっと比べにくい状態にはなっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 毎年この率というのは、負担率というのは全体のその流域下水道にどれだけの人数をと

いうふうな、そういうふえたりとかいう分も入っているでしょうし、そこの工事の比率も

あるでしょうしということで、毎年動いていくものだということなんですかね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 考え方の、率というかその考え方自体は変わらないんですけれど、今言われたように忠

岡でだけでなしに流域下水道ですので、流入してくる各市の流入量がふえていくというの

も影響されます。その分で算出しておりますので、減ることはないとは思うんですけれ

ど、ただ、維持費ですので、その部分について値上がりの部分があれば忠岡の軽減分に若

干影響するところがございます。そのような形で算出しておりますので、先ほど申しまし

たようにおおむね１，７００、１，８００万ぐらいから２，０００万前後の範囲というふ

うに、ここ近年はなっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 是枝議員。 

委員（是枝綾子議員） 

 組合議会がなくなってしまったということもありまして、ちょっと詳しい情報というの

がもうこういったところでしか聞くことが、流域下水道についてはないので、その流域下

水道のほうでいろいろ工事をする計画とかも、どういうものが入っているのかわかりませ

んから、工事いっぱいしたらまた負担金もふえるでしょうということもありますので、で

もそれについては府議会で決めることなんですね。そういったこの流域下水道、府がもう

一括管理、一元化されて、府議会のほうでいろいろそういったことは決めるということに

なってましたね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 一応この各流域、連絡会という形で、我々、それと部長のクラスの人、最終的には首長

さんという形で府のほうから報告をいただいて、そこで賛同がない限りは府議会のほうに

も通せないと。ただ、最終的には予算が動きますので、向こうは、大阪府のほうは府議会

と、そこで各市の負担金ということで、それぞれの市でまた予算化していくという形にな

っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、あと、もうこれで最後ですけど。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 流域下水道の整備、面整備というんですかね、流域下水道ということで管を入れていく

のは、忠岡町内ではあとどのぐらい残っているんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 忠岡区域はもう１００％終わっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町内の工事はもう終わっているということなので、工事に関しては老朽化したとこ

ろとかいろいろね。でも、ほかのところの工事を進めていく分が全体で割られていくとい

うこともありますので、ちょっとそのあたりでの負担の比率とか考え方も、やはり１０

０％終わっている忠岡町と、まだこれからというところとでは、また今までと違う考え方

もあってもいいんではないかということで、助かってるようで余り助かってないなと。

１，８００万から１，９００万だけ、ちょっと迷惑料ということで安くしてもらっている

けど、やっぱり５，３００万も出してるんやなということもありますので、そのあたりは

町長が入って決めていらっしゃるということですので、町長が忠岡の負担をできるだけ減

らしていただくという立場で頑張っていただきたいと思います。お金がないと言うて、こ

こでの負担金がどんどんどんどん上がっていくということにならないように、ぜひお願い

いたします。うなずいていらっしゃるんで、もうよろしいです。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですね。他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう１つだけすみません。簡単なことなんですが、１９９ページの除草剪定委託料とい

うのが、安いんですけれども、１２３万９，０００円と、ちょっと桁が違うんですけど、

例年と。これはどこのをどこに委託してやっていらっしゃるんでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 この除草剪定は、下水道の主に雨水幹線の管路の中、もしくは下水道敷、水路の左右の

両側ですね。泥上げ場とかの部分に草が生えて茂ってきて、ちょっと困っているという部

分で、住民さんからの連絡・通報とか、それとあと我々が見回っているというところで、

主に岸和田との行政界、中小企業団地の裏手の辺、浜霊園の裏の部分とか、あとは正木美

術館からもうちょっと下流側の部分に雨水２号幹線がずうっとポンプ場近くまであります

ので、そういう水路の部分で、主に除草としましては４カ所ぐらいの金額という形になっ

ております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 雨水の暗渠になっているところの上の道路とか、会所になっている、まあ言うたら新開

地下水のところとかの両側とか、そういった感じのところの雨水や下水道にまつわるとこ

ろの、イメージがちょっとそんなイメージなんですけど、そういったところは建設課じゃ

なくて、こっちの下水道課で除草するということなんですか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 基本的にはそういうことでございます。ただ、除草全てが下水道課ではございません

で、あくまで下水道課管理の水路という部分でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員、他に、まだあるの。 

委員（是枝綾子議員） 

 あります。これはちょっと簡単に、ごめんなさい。１つだけ。下水道料金の、いつも大

阪府下で忠岡町は何番目ということをよく教えていただくんですけれども、今回は泉州地

域の比較表ということで出ているんですけれども、まだちょっと決算が出そろっていない

から、時期的な問題でちょっと出ないということですかね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ２０立米という形で、５ページのところですね。この表、９市４町分、大阪府下全域の

分から抜粋して、この近辺ということで提示させていただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら大阪府下の分を資料としていただけたら。これはいつ時点の、２８年４月１日
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というと２８年度の分になるわけですね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 あくまで基本的にはこの春、４月１日現在ということですので、２８年度になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 それがちょっと、値上がりしたり改定があって、４月１日からというのが大体多いんで

すけど、それはどちらの、反映されているのか、それとも２７年度中の分しかなくて、２

８年４月１日に調べたからということなのかという。その点も明らかにしていただいて、

その資料を、大阪府下のこのもとがありましたらそれもいただけたら。忠岡がどのぐらい

高いかなという、府下で何番目に高いんかなという数字が、今わかればおっしゃっていた

だいて、資料は後で結構です。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 ２８年４月１日現在の資料ですが、また後ほどお渡ししたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 順位はわかりますか。何番目というのは。２０立米だけで結構ですけど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 順位はその表で全てわかります。今ですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 今、ちょっとその順位だけおっしゃっていただいたら。 

下水道課（米井克彦課長） 

 忠岡町、大阪府下で１４位でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 １４位ですね。これは前の年度よりもよくなっている、悪くなっているという、上がっ

ている、下がっているというのはわかりませんね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 たしか、昨年１３位やったと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ２７年度、朝日加工のところの下水の工事が終わったということなんですけれども、こ

れからまだそういうふうな工事の予定はあるんですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 国道２６号線のところまで中央線を上っていくという部分が未整備区域として残ってお

りまして、今回、朝日加工あたりが、やっとできたところでございます。 

委員（前田長市議員） 

 残っているの、まだ。あの上。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。まだそこをやっていかざるを得ないという状態でございます。 

委員（前田長市議員） 

 いつごろの予定なんですか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 予算のこともございますけれど、少しずつですね、基本的には毎年のようにちょっとず

つ進めていきたいなと考えてございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、少しだけちょっと教えていただきたいんですが。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、資本平準化債を発行した効果額はお幾ら、この年度出たでしょうかという

のと、年度だけで出るのか全体で出るのかちょっとわかりませんが、効果額について教え

ていただきたいんですが。もしわからなければ財政課がいらっしゃるときで構いませんけ
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ど。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 すみません、資本平準化債、今回上がっている金額がそのまま当該年度の効果額という

形で、要するにその分、もし資本平準化債を発行していなければ一般会計からの繰り入れ

もしくはどこかの銀行から借りざるを得ないという予算でございますので。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よく、これまでの平準化債でしたら金利、利率の高いものを何％以上を借りかえしてと

いうふうな形でよく出ていたんですけど、今回についてはそういうものではないというこ

となんですね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 すみません、今先生言われた利率の乗りかえですか、それは借換債という、また別のも

のでございますので、資本平準化債とはちょっと異なっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、平準化債を借りたことによって毎年の返済額がちょっと下がるということに

はならないですか。返済期間を長くして毎年の、そういうものでもないんですか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 
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下水道課（米井克彦課長） 

 基本的には今言われたように期間を伸ばしているということで、一時的に要る分を伸ば

していると。ただ、もちろんその分利息はつくわけですけれど。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 利息についてはちょっとたくさん払う形になるかもしれないけれども、１年間の元利償

還の金額を下げるということで、一般会計からの繰り入れ額を減らすという、そういう効

果はあるということですね。その効果額というのは何百万とか、その下がった分という部

分についてが、実際の効果額ではないけど、毎年必要な額の効果額ということで考えたら

よろしいでしょうか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 平準化債、要するに減価償却の期間が異なるということで、起債の期間と、それとほと

んどがパイプの償還が、起債は３０年、それとパイプはおおむね５０年とか、その期間の

違いがあると、その分を平準化するということで、要するに長持ちする分を短い期間で返

すということになっていると、今の現時点の人らの負担が余りにも大きいと、その辺は不

公平さが出てくるんではないかということで、先送りにしているというのが平準化債でご

ざいます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですね。 

 他に、ありませんね。 

委員（前田 弘議員） 

 ちょっと。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員、どうぞ。 

委員（前田 弘議員） 

 この資料の５ページの真ん中の維持管理費ですか、これは堺市と貝塚市が一部、もう少
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ないんですよね。これは振り分けているんですか。どっちか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 今、先生おっしゃられたように、堺と貝塚は、堺は堺で大部分の処理場を持っておりま

す。それで、ごく一部だけがこの処理場に来ていると。貝塚は、貝塚のところの処理場が

大部分ありまして、一部だけがこの部分に流れているということで、パーセンテージが少

ないと。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 これは忠岡町へ全部流れてきてないということやね。そやから安いんやね。 

下水道課（米井克彦課長） 

 そういうことでございます。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 これね、貝塚にしても堺にしたって同じような金額なんですけども、これは戸数にして

いるのか人口割にしているのか知らんけど、どないなってるんですか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 維持管理のところは計画の汚水量で計算してございます。事業計画書、１件当たりとか

１件幾らとかそういうのではなしに、全体計画での排水量で、どこの処理場には幾ら流れ

るという形で、負担率を検討しております。 

委員（前田 弘議員） 

 わかりました。 



78 

 

委員長（森 政雄議員） 

 いいですか。 

委員（前田 弘議員） 

 はい、それで結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、今の弘さんの質問にあわせてなんですけど、堺、貝塚の処理場というのは

基本的には忠岡の処理場と比べて、例えば貝塚が古いとか、そういうのはありますか。 

下水道課（米井克彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 米井課長。 

下水道課（米井克彦課長） 

 堺市は堺独自の三宝とか石津とかいろいろ、要するに単独処理場を持っておりますけ

ど、貝塚の処理場はこの北部、新浜にある処理場よりも後年度にできておる流域処理場で

ございますので、逆に新しいと。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ございいませんね。 

（「なし」の声あり） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 以上で各特別会計の決算の審査を終結いたします。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 次に、企業会計決算に移ります。水道事業会計決算について、担当課より提出資料の説

明を求めます。 

（四柳水道課長：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 
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 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、説明いただきまして、事業収益のところで給水収益が人口の減で減ってきたという

ことで、給水人口が１７８人、１．０％の減少というふうに書いていただいています。そ

れで、人口も減っていくのも１つですけど、最近洗濯機であったりとか食洗機であったり

とか、大変水を使わなくていいような機械がいろいろとよくなっていますので、そういっ

た影響もこれから出てくるのかなというふうに思うんですが、さっきご説明のありました

２２ページのところを見て、有効水量のところなんですが、前年度に比べて本年度は有収

率が９１．４％で、その中で無収水量ですかね。これが５万２，５７１立米、ちょっと無

収水量がふえたということです。これはやっぱり漏水だと思うんですが、どこら辺が漏水

しているとか、そこら辺わかりますでしょうか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 その漏水箇所につきましては現在、この２８年度で漏水調査を実施いたしたく、先日も

入札を終わりまして、この１０月の中ごろから町内全域を漏水調査に回らせていただきま

して、その漏水箇所を発見したいと、このように考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。これは専門家の、漏水を調べる会社でないとなかなか調べられないとい

うふうに思っているんですが、主に消火栓とかそういったところを見られるんでしょう

か。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 
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水道課（四柳 博課長） 

 消火栓じゃなしに町内の水道管、その全ての音を聞いて回るということで漏水箇所を発

見したいと、このように聞いております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 音を聞くと。すみません、ちょっとイメージが湧かないんですけど、町内の水道管の音

を聞く、どうやって聞くんですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 水道管が入っていますよね。この上をこの漏水探知機でずうっと音を聞いて回りまし

て、漏れておればシューッと音が鳴ると、そういう仕組みでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました、すみません。それで、いろいろ管も古くなっているから、これから長寿

命化というのですか、いろいろ耐震の施策もしていかないとと思うんですけど、やはり前

に１回停電して、そこからまたぱっと電気が復旧して、圧がかかって水道管がちょっと漏

れたというようなことが、私の記憶の中で役場の横にあったというふうに思うんですけ

ど、あれはそうではなかったですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 ちょっと停電は関係してないと思うんですけどもね。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら停電は関係ないけど、老朽化でそういうふうになったというふうに理解させて

いただいていいですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 そういうことです。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。そういうので、この無収水量とか、そういうのがふえていくともったい

ないですので、今後、長期でいろいろ計画されておられると思うんですけども、今、入札

で会社に委託したとおっしゃっていましたけど、会社名は今お聞き、もう入札終わってい

るからできるんですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 漏水調査ですね。 

委員（河野隆子議員） 

 はい、 

水道課（四柳 博課長） 

 フジ地中情報という会社でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 これは毎年、この漏水調査というのはやっていかれるんですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 ２８年度単年度で考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 単年度ということでした。まあ１年かけてするわけじゃないと思いますので、何日か

で、それでも大体町内を網羅できるんですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 工期としましては１０月から３月いっぱいを見ております。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。３月いっぱいまででやっていくということですね。了解しました。わか

りました。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 資料の財政状況の表のところでですけれども、累積剰余金が２７年度は３億ということ

で、ここのところずっと当年度損益が３，０００万ずつ、少ない年もありましたけれど

も、出ているということで、累積剰余金がふえてきているというふうになっております

が、これだけ累積剰余金があるのでしたら水道料金のね、府営水のときに下がったのと企

業団水になってから下がった分ということで、企業団になってから下がった分の、３円だ
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けが何か還元、住民にしたかなということもあるんですけれども、もう少し水道料金を引

き下げることができるんではないかということで思うんですけれども、そういうお考えは

ございませんでしょうか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 今現在、企業団との統合に向けて調査検討中でございますので、料金については今の現

状維持でご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ですが、企業団との統合ということで来年、再来年、平成３１年度の４月からというこ

とに向けてですが、それまでの間、何年間かありますので、忠岡町の水道料金はここ泉州

地域、この近辺ですかね、の分でしかちょっとここに資料がないんですけれども、府下で

も大変高いほうだったと思うんですけれども、府下でも１０位以内に入って高位につけて

いると思うんですけれども、大阪府下では１０立米、２０立米、３０立米の順位というの

は、いつも市町村のハンドブックに載っていますけれども、この年度はどうだったんでし

ょうか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 府下では、１０立米につきましては７番目、２０立米では１２番目でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３０は出てないですものね。 

水道課（四柳 博課長） 

 ３０立米は出てないです。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 



84 

 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 出てないですね。これについてはメーター使用料を含むということですね。基本料金も

含めてということですかね。ちょっとこの、基本料金とメーター、水量別料金を足した金

額が水道料金ということですね。住民の方が払うのは。この順位というのは何をもって、

全部を足したその総額の順位なのか、メーター、使用水量の別の料金の順位なのかという

のをちょっと教えていただきたいです。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 これはメーター使用料を含んだ分でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 基本料金は入ってないですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 この中に基本料金は含まれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 含まれている分ですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。そしたらこの表の見方ですけれども、８ページのところですね、資料の。
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基本料金、忠岡町８８５円。基本水量、８立米までは８８５円で、１０立米でしたらそこ

に２立米入るということですか。入ってこの金額と。８８５円込みの１，４７９円という

ことになるわけですかね。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 そういうことです。 

委員（是枝綾子議員） 

 メーター使用料、１５０円でしたか。そのぐらい足しての料金ですね。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 これは２０ミリですので、忠岡は２５０円がメーター使用料です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２５０円、そうなんですね。ということで。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。大阪府下でも１０立米が７番目で、２０立米が１２番目ということで、

大変やっぱり高いほうでありますので、もう少し還元をしていただけたらと、していただ

きたいということで要望いたします。よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 ほかに。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、ちょっとお聞きします。３２ページの固定資産なんですが、純資産として

は忠岡町は今、どれぐらいの評価としてあるんでしょうか。 

水道課（四柳 博課長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 申しわけありません。今、ここに載っていますこの数値が忠岡町の評価やと。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 統合に向けて資産台帳をつくるか何かでしたよね。何か評価せなあかんからＢＳをつく

る、バランスシートをつくるんですよね。それはいつごろ完成して、いつごろ提示できる

か教えていただけます、大体。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 バランスシートは、貸借対照表ですね、ここに載っております。決算書の１４ページで

すよね。貸借対照表。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（三宅良矢議員） 

 複式簿記会計上ですね、複式簿記でいく、要は資産から償却分を抜いての書き方ですよ

ね。まあ、多分会計が変わると思うんですけど、統合もしなったと、仮になったとして、

会計ってこういう表示ではないですよね。ちゃんと資産の評価が出て、固定資産評価と

か、しっかり出てやるようになりますよね。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 今、質問にございました、統合に向けてバランスシートをつくるかという質問だったと

思うんですけれども、バランスシートについてはつくらないことになっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 つくらないのですか。 

水道課（杉山智思参事） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 前の説明の中では固定資産台帳、それぞれの団体さんの固定資産台帳を整理して、それ

ぞれの資産がどういうものがあって、それに基づいて今後の更新費用とかを算出して経営

シミュレーションをやっていくという説明をさせてもらったものでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その詳しい内容って、大体いつごろ出るんですか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 それもこの間の説明会でご説明させていただいたと思うんですけども、一応予定では、

単独経営をしたときのシミュレーション、そして統合した場合のシミュレーション、その

結果を中間報告といたしまして、今のところ予定では１２月議会の中で、一応その他案件

として報告させていただこうというつもりでいてるんですけれども、ただ、ちょっと作業

のほうが、実質的には１カ月ほどおくれてまして、場合によっては１２月議会に間に合わ

ない場合もございます。一応今、鋭意１２月に向けて頑張っているところでございますの

で、その辺ご理解願いたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 例えば、１２月のその他案件に間に合わないとすれば、変な話、３月まで粘るんじゃな

くで、それまでに１回、招集なり集めて、説明という機会は設けて必ず、議会ですよ、に

設けていただけるということでよろしいですか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 仮におくれた場合、そのようにさせていただく予定をしています。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません。２つだけお聞きするのですが、さっきお聞きしました漏水の調査する会社

の金額ですね。金額を教えていただきたいのと、それから２７ページの修繕費、浄水場等

設備修理というのが載っています。これの内容を教えていただきたいと思います。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 その漏水の単価というのを今調べていますので、後ほど。 

委員（河野隆子議員） 

 後で結構です。 

水道課（四柳 博課長） 

 次が、２７ページの漏水の修繕費の内容ですね。これにつきましてはほとんど浄水場の

修理なんですけども、２７年度ですので、大きいので言えば非常用発電装置のバッテリー

の交換、またそのバッテリーの充電器の交換、それと、電柱についています安定器ですよ

ね。これがもう古いというので交換しております。それで、５８万円かかっています。ま

た配線のやりかえでも８０万かかっているんです。それともっと大きいのがＰＬＣといい

まして、コンピューターの順番を制御する機械、それの更新に８５０万円、そういう内容

でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今細かく言うていただきましたんですが、これは金額的に１，３００万ですから安いも

んじゃないんですけど、毎年毎年やっぱりこういった費用でかかってくるものなんでしょ

うか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 その年度によってもいろいろなんですけども、大きい修理はほぼ終わってますので、こ

れから小さい弁の修理であるとか、そういう部分にかかってきていると思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら今後、修繕、これからはこんなにかからないだろうという見解ですね。わかり

ました。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 それと、先ほどの漏水調査の金額ですけれども、１８３万６，０００円でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 １８３万６，０００円、これはさっき３月まで調査されるということでしたけど、１カ

月ですか。３月まででこの金額。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 そうですね。３月までの契約金額です。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 決算書そのものの２４ページの新設等分担金ですが、等ということですので、新しくお

家を建てたりとかした際の新設の部分の分担金と、あとほか何かという、新設は何件で、

あと等というのはほかに何があるかという点が１つと、あと続けてまとめて質問いたしま

す。 

 それとあと、決算書の企業債の明細書のところの３３ページですね。ここの金利が高い

ものがあるんですけれども、借りかえ等がもうこれ以上できないものだろうかということ

で、財務省は借りかえさせてくれないというふうなことで、そういうふうに聞いてるんで

すけれども、一番高いのは財務省なので、どうにかならないのかという点が１つと。 

あと、広域化しましたら、有収水量の下限、お金が取れない漏水ですとか、火災もお金

取れません。工事中の水をいっぱい使ったという、そういうのは有収率との関係で、やっ

ぱり料金は有収率が低いと、使ってもないのにやっぱりそのとき要っているということ

で、料金の値上げとかに関係してしまうんでしょうか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 まず最後の、委員のおっしゃってる未達水量ですよね。１００買うと言うて９０しか買

わなかったら、あとの１０も払わなあかんと、それをおっしゃってるんですね。それは２

７年度は一切ございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 いえ、広域化になると、その辺もそんなふうにちゃんと見てくれるんでしようかとい

う。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 それ以外に、工事が終われば当然洗管というて、水を流して管をきれいにしますよね。

そういう水量もございますし、消防で約２００立米の水量が出ております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 広域化になっても、そういうのはちゃんと今までどおり、このように忠岡町が今書いて

いる、このようにちゃんと見ていただけるのですね。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 水道の水量については全て水道課のほうで見るということになっております。消防から

はデータをいただかないと。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 各家庭がメーターで使った分ということでの水道料金ということで、使ったということ

で、そういうふうに見ていただけるんですね。同じように、この忠岡町がこういう会計に

なっているという。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 当然、消火用の水量ですね。おっしゃっているのは。 

委員（是枝綾子議員） 

 とか、有収率が９１％と今回、２７年度出てるんですけれども、忠岡でこれだけ全体で
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いってるからということで、全部お金取られるということはないですよねと。料金の設定

とかね。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 いや、そういうことはないです。１立米当たり７５円で企業団にお支払いすると。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それで赤字というか、この収支のバランスが崩れてきて、これ値上げせなあかんという

ふうになった際に、そんなんじゃ上げられたら困るなということなので。 

水道課（四柳 博課長） 

そういうことはございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 今はないけど、水道企業団に入った場合に、ちゃんと今までどおりに計算はしていただ

けるんですよねという。 

水道課（四柳 博課長） 

 そういうことは一緒の考え方で。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。ですね。 

水道課（四柳 博課長） 

 次に企業債について。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 順番が前後しまして、企業債の借りかえにつきましては、借りかえできるものは全て借

りかえはいたしております。 

それで、次の新築の件数ですけども、まず新設につきましては３１件、次にメーターの

変更ですね、１３ミリから２０に変えたと、そういうところが３７件、合計で６８件とな

っております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 わかりました。ありがとうございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしい。他に。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 水道のほうの老朽された管は、今現在、取りかえらないかんという管がですね、どのぐ

らい、忠岡町全体の何％ぐらいあるものなんですか。 

水道課（杉山智思参事） 

はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 今現在の忠岡町に埋設されてある水道管路は、大体約６０キロメートル、総延長でござ

いまして、そのうち３０％ぐらいが耐用年数が過ぎた古い老朽管でございます。その６０

キロメートルのうち耐用年数が過ぎて、なおかつ耐震性のない鋳鉄管路が約５．９キロメ

ートルございまして、あと同じく耐用年数が過ぎて、耐震性のない塩ビ管が約１２．３キ

ロございます。それらのトータルで１８．２キロで、それが約３０％になるんですけれど

も、今現在、平成２２年度に忠岡町のほうで策定いたしました忠岡町配水施設更新計画と

いうのがございまして、その中で老朽管路について計画を立てて更新していくということ

で、平成２３年度から管路の更新が始まっております。 

 今現在、もともとの当初計画では年間約１億円程度の工事費を使って老朽管更新をやっ

ていくという計画であったんですけれども、いかんせん忠岡町の水道課の技術職員が１人

しかいないというような、マンパワー的な事情がございまして、今現在約３，０００万ぐ

らいですかね、およそ、それぐらいのペースで更新していっているというような状況にな

っております。 

当初の計画であったら平成４１年度までに、１億円ぐらいのペースでいきますと、その

３０％が全て更新されるという計画にはなっていたんですけれども、今の３，０００万の

ペースでいきますとそれが大分延びまして、大体約、平成５８年度ぐらいまで延びてしま

うというような状況になっております。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 毎年３，０００万、忠岡町は今やってるということなんやけども、それは国からの補助

金、出てるんですか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 国の交付金をもらうには採択基準というのがございまして、資本単価が９０円以上でな

いと交付金をいただけないんですよ。今現在、忠岡町の資本単価というのが４５円２０銭

なんですね。だから９０円を下回っているんで交付金がもらえない状況になっています。

したがって、忠岡町は企業債を借りて今工事をやってるというような状況になっていま

す。 

委員（前田長市議員） 

 なるほど。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 そうすると、忠岡町単独で旧管の水道をかえるのには補助金は出ないということやね。

それによって、企業団に加わることによって補助金が出るということですか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 統合することによって、資本単価９０円未満であっても運営基盤強化等事業という補助

メニューがございまして、それについては老朽管等の更新の補助金として一応使うことは

可能になっております。ただ、今言った運営基盤強化等事業というのは、そういう補助メ

ニューはあるんですけども、ただ、交付金の額としてはちょっと少な目になるというよう

な、一応予想はしております。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 
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委員（前田長市議員） 

 町単独でこれから先、３，０００万ぐらいの予算で老朽化した管をずうっとしていくと

するでしょう。そしたらその年数が長いがために、それ耐えられるんですか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 東南海地震は向こう３０年の間に非常に高い確率で発生すると言われているので、それ

までに忠岡町内の大多数の重要な管路ですね。それはもちろん更新しておくのにこしたこ

とはないんですけども、ただ、やっぱり３，０００万というペースでいきますと、その中

で発生する東南海地震には当然耐え得ることはできませんので、忠岡町内あちこちで水が

噴いて、震災後の住民さんの生活に不便を強いるような状況になってしまうのではないか

というのが予想されます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 もうちょっとペースを上げてするわけにいかんのですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 現在、技術職員が１名しかおりませんので、これ以上ペースが上がらないということに

よって、企業団と統合することにより向こうからのマンパワーをいただいて工事を進めて

いきたいと、こういうことです。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員、よろしいですか。 

委員（前田長市議員） 

 はい。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 今、漏水の件が出てましたね。漏水の件。これ、大阪府で買ってる部分、これは幾ら、

どこを見たらいいんですか。購入してる金額というのは。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 決算書で言いますと２７ページ。ここに受水費が載っております。 

委員（前田 弘議員） 

 何ぼ買ってるの。どれがそうやの。 

水道課（四柳 博課長） 

 ２７ページの中ほどの受水費でありますが、年間で約１億５，６００万円となっており

ます。 

委員（前田 弘議員） 

 ２０８万立米というやつ。 

水道課（四柳 博課長） 

 そうです。水量としては２０８万２，５００立米であります。 

委員（前田 弘議員） 

 これだけ買うてるんやな、大阪府から。 

水道課（四柳 博課長） 

 そうです。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

それで、配水して、実際、金になってる額は。金になってる有収の分の量って、どこを

見たらいい。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 
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 有収水量につきましては、決算書でいいますと２２ページをごらんいただければ、ここ

に用途別給水量、総給水量１９０万３，１５９立米とありますが、これが有収水量でござ

います。 

委員（前田 弘議員） 

 それで、金額にしたら大体何ぼぐらいになるの、地中に流れてる部分は。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 無収水量に単価７５円を掛けますと１，３４５万円になります。 

委員（前田 弘議員） 

 これだけやっぱり漏水してるということか、要するに。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 

水道課（四柳 博課長） 

 まあ、工事の後の管の洗管もありますし、そういうのもありますけどもね。 

委員（前田 弘議員） 

 そうですか。それは全てが漏水ではないということやね。 

水道課（四柳 博課長） 

 そういうことです。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 そうですね。それで、今度は漏水管を調べると言うてるわね。どっかの会社が入札した

ということで１８０万要るんやということなんですが、これは企業団と統合するというよ

うな前提のもとでやるんですか。 

水道課（四柳 博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 四柳課長。 
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水道課（四柳 博課長） 

 いや、そうではないです。今回、有収率が落ちましたので、５年間の漏水調査もしてな

いということで、今回させていただきたいということです。 

委員（前田 弘議員） 

 忠岡町が単独でやるということやね。企業団との関係はないんやね。 

水道課（四柳 博課長） 

 それはございません。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（前田 弘議員） 

 わかりました。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 先ほどの資本単価のことについてお伺いしますけど、この種、今度企業団に手を挙げて

いない市町村で、資本単価９０円を超えていないところというのはあるんでしょうか、な

いんでしょうか。 

水道課（杉山智思参事） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 今回の統合に手を挙げている７団体の中で、資本単価が９０円を下回っているのは忠岡

町だけです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 手を挙げていない市町村で。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 すみません、今、大阪府下全体の資本単価の資料が手元にございませんので、答えるこ

とはちょっとできません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また後で教えてください。教えていただけますか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 それについては大阪府の環境衛生課に問い合わせしないといけないので、少し時間をい

ただきたいと思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、水道事業会計決算の審査を終結いたします。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 以上で、各会計決算の審査が全て終了いたしました。 

 総括質疑に入る前に暫時休憩いたします。 

 ３時より総括質問に入りますので、よろしくお願いします。 

（「午後２時４３分」休憩） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後３時００分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 最期の総括質疑に入ります。 
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総括質疑につきましては、これまでの審議との重複を避けていただき、大局的な観点か

らの質疑をお願いいたします。 

それでは、質問される方は挙手をお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

総括質問ということで、決算委員会の中で聞いていない、ダブらないようにということ

でございました。２点お聞きしたいと思うのですけども、１つが、この決算書には載って

いませんが、この９月議会の中で補正予算として忠岡町の幼保一体化推進基本計画策定業

務委託料という、２００万円計上されました。その点につきましては、党議員団としまし

ては、これは町立の忠岡保育所と忠岡幼稚園の一元、認定こども園にするという計画であ

って、３１年４月に民営化された認定こども園が開かれるんじゃないかなという具体化も

されているようでございました。 

その点につきましては、福祉文教委員会に付託もされまして、是枝委員より民営化あり

きではなくて、保護者や現場職員の声もよく聞いて進められよということは指摘をさせて

いただいております。で、その点についてではなく、建物についてちょっとお聞きしたい

と思うんです。かなり今の保育所と幼稚園、耐震診断もされたようなんですけど、ちょっ

と資料を持っていませんでしたので、その点についてはどうなのかということをお聞きし

たいのと。 

あと、老朽化も進んでいるということで、今後建てかえが必要になってくるのかという

ところは、私たちもそう反対だということも強く言えないのですけれども、場所的に今の

旧の福祉センター跡ですね。そのところをお考えになっているというふうに思っています

ので、東北の東日本の大震災があった後、住民の方々は津波に対しての不安というのが非

常にありまして、それまではそんなに、地震が来たら、海底の中でそういう変動があった

ら津波が来るというのはわかっていますけど、本当に津波というのがみんな不安になって

いると思うんです。旧の福祉センターのところは大体海抜２．５メーターぐらいだと思う

んですが、シミュレーションによると東南海地震ですね、先ほどからも３０年内に南海・

東南海地震が来るだろうということで、それでしたら大体４メーターの津波が来るという

シミュレーションであったかというふうに思っています。 

間違っていたらまた訂正をお願いしたいんですけど、その辺りで、今忠岡保育所は避難

訓練もされているということは私も前にお聞きしたことがありました。やはり０歳児から

５歳児までの、とても自分で自主的には避難できないというお子さまばかりであります

し、また、保護者の方がすぐ迎えに来ても、途中で津波に襲われるといった危険もあっ
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て、その跡地はどうなのかというところを非常に心配してるんです。その点につきまして

は、これはどなたに。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 議員ご質問の件につきましてなんですけども、以前からも財政当局が言いましたとお

り、前回私のほうが報告させていただきました基本方針につきましては、これは決定事項

ではございません。あくまでも１つの案ということで書かせていただいております。そち

らをまず冒頭に述べさせていただきたいと思います。 

 続きまして、耐震診断の結果につきましてですけども、昨年の９月議会のほうでも資料

をお示ししまして、報告のほうはさせていただいておりますが、再度ご報告のほうをさせ

ていただきます。 

 まず、忠岡幼稚園につきましては、ＩＳ値が０．６７、並びに塔屋部分につきましては

０．２ということで結果が出ております。東忠岡幼稚園につきましては、１階部分が０．

４４、２階部分が０．６２、忠岡保育所につきましては１階部分が０．５８、東忠岡保育

所につきましては、１階の遊戯室の屋根の部分ですけれども、０．２０ということで、今

申し上げましたのは全てＩＳ値が０．７を下回る部分につきましての報告でございます。 

 あとは、津波の件なのですけれども、私どもが把握しておりますのは、忠岡町津波ハザ

ードマップという部分がございまして、そちらで旧の総合福祉センターの部分につきまし

ては、０．３メートルから１メートルということで聞いておりますので、仮に総合福祉セ

ンターの跡地に何か新しい建物を建てるという場合は、１メーターぐらいのかさ上げとい

うことも考えの中には入れていかなければいけないのかなということは思っております。 

 あと、避難訓練なのですけれども、おっしゃるとおり、忠岡保育所並びに忠岡幼稚園に

つきましては、南海本線より下にございますので、年に１回なんですけれども、津波を想

定しましてシビックセンターまで子どもさん全てを避難するという訓練を実施しておりま

す。時間的に保育所につきましても３０分以内でシビックセンターのほうに到着するとい

うことで、過去数年ずうっとやらせていただいております。もちろん子どもさんは小さい

ので、保育士の方は非常に大変ということでなっておりますけども、我々職員も途中まで

ですけども、一緒に行って一緒に帰ってくるというようなこともさせていただいておりま

すので、あくまでも津波ですので、特に保育所の場合は昼間保護者の方がお仕事でいらっ

しゃらないということもございますので、津波が来た場合、一時的ですけれども、シビッ

クセンターのほうで子どもさんをお預かりすると。当然保護者が迎えに来られた場合は、

子どもは保護者さんにお渡しするというような形で考えております。よろしいでしょう
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か。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 私、最初に４メートルということを言うたんですけど、旧福祉センターのところは、今

おっしゃったように０．３メーターか１メーター。この想定、変更があったんですか。私

のちょっと記憶違いだったんでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 確かに先生おっしゃるとおり、波の高さは４．３メートルと想定されておりますが、旧

の福祉センターあたりの浸水想定は０．３メートルから１メートルということになってお

ります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 波の高さが４．３であって、それでつかるところですね。つかるのが大体１メートルま

でということは、その波が４．３メートルも、結構臨海に近いんですよね。そういう計算

になるわけなんですか。４．３メートルの波で１メートルしかつからないと、そういった

計算になるんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 海には防潮堤等ございますので、それがございますので、浸水想定は０．３から１メー

トルとなっております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、耐震診断、去年９月にいただいているということで、また言っていただいて申しわ

けなかったんですけど、ＩＳ値でしたか、０．７を下回っているところはやっぱり耐震化

をしていかなあかんということでしたね。ですので、老朽化もあわせて耐震化もしていか

なあかんということで、建てかえというふうなことはこの先ね、計画もしていかないとい

けないのかなというふうには思いますけれども、水深ね、今津波１メートルぐらいまでし

か来ないので、かさ上げしたら大丈夫だろうということを今おっしゃっていただきました

けれど、やっぱり想定外という言葉がもう、今、想定外という言葉もおかしいですけど

ね。たびたび結果、聞くようになりましたので、何もわざわざそう低いところに建てる必

要があるのかなということも思いますので、場所はよく今後検討していただきたいという

ふうに思います。その点についてはいかがでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 すみません、先ほども言いましたけども、基本方針につきましてはあくまでも１つの案

ということですので、今後、さきの補正予算でいただいております基本計画の中で、今お

っしゃられているような部分につきましても当然検討はさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 検討はもうじっくりしていただきたいというふうに思います。 

 委員長、続いてよろしいですか。もう１点。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 もう１点だけあるんですけど、クリーンセンターの長期包括のことについてちょっとお

聞きしたいと思うんです。今度のこの決算で粗大ごみの破砕機ですね。１億３，５００万

であったりとか、それから破砕前の処理であったり、それから労務単価が上がったのと
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か、光熱費ですね。電気代が特に上がったということで、非常に決算の中でたくさん金額

が出てきています。で、２０年から長期包括していますので、もう残りが約３年ほどだと

思うんですけど、当初この長期包括に入る前から広域の話はずっと進めていかんとあかん

なということは言ってました。で、折り返し地点ももうとっくに過ぎているんですが、た

びたび町長もいろいろと折衝もされているようなんですけど、今後もう残り少なくなった

時点で広域のほうはどうでしょうか。進捗ぐあいというかそういったところをちょっとお

聞きできたらというふうに思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 決算委員会の中で町長のほうからも広域の必要性ということで言葉があったかと思うん

ですけれども、もちろん我々のほうとしても広域の協議のほうを今後、来月以降いろい

ろ、泉北環境であったりとか、そういうので協議等については継続的にやっていきたいな

と考えてございます。どこまでいっても相手方のある話ですので、まずその勉強会的なと

ころからという形にはなると思うんですけれども、進めていきたいなというふうに考えて

ございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 担当課のほうもいろいろと広域化に向かって、町長さんもあわせてですが、やっていた

だいてるというふうには考えています。で、３年後でなくても、ちょっと難しかったら４

年、５年というふうに、でも、広域に向かって頑張っていただきたいというふうに思うん

ですけど、今かなり長期包括でお金も要るし、それから長期の包括の契約に入っていない

部分はまた修理費が要るとか、それから契約書がちょっと問題である、私たちは問題だと

思うんですけど、その他プラとか、それからし尿がね、今度広域にいくけれども、そのし

尿の処分、燃やさないけど、それも燃やしたというふうにしていくといったことも今回

私、聞きまして、ちょっと私だけがそれ認識していなかったようなんですけども、びっく

りしたところです。 

 今後、例えば１０年過ぎて使うと、１年か２年使うとなっても多分またどんどん修理費

がかさんでくると思うんです。いつもなぜ問題になるかというと、本当にこの金額が妥当

なものなのか、合ってきっちり積算されているのか、そういったところがいつもちょっと
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グレーな部分があって、これは本当に金額、合うているんかと、そういうことになってき

ますので、恐らく高くなったとしても、きっちりこの金額はちゃんとした金額であるよと

いうことがわかれば、やはり私たちも納得いくところもございますので、その点について

は今後きっちり精査していただきたいというふうに思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員会の中でもそういったご指摘等あったかと思うんですけども、何分その環境的な部

分の積算となりますと、技術的な部分とかございますので、その辺については環境コンサ

ル等に見ていただくとか見積もり審査等を活用する形をとるなどしまして、明確な積算根

拠というんですかね、つくっていくと、提示していくということで進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 何でも住民の皆さんの税金を使うんですから、ぜひそのあたりよろしくお願いしておき

ます。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。他に。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。こちらの回答、担当の方がまた課をまたぐんで、この場で質問

させていただきます。大きく３点です。 

 １点目、不妊治療についてです。健康福祉部長のほうからご回答いただきまして、昨年

１７回の助成金対象の不妊治療がありましたということなんですが、僕がいてた学校の学

生さんでも近年、高齢になっても、言い方は悪いですけど、大体不妊治療って、できる年

齢ってだんだん限られてくると。大体３７歳あたりを境に一気に不妊治療の成功率という
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のはがくんと下がって、ただメディアとかで、例えば４０代後半の女優さんが妊娠しまし

たみたいなんが大々的にＰＲされたりするので、二十ぐらいの学生さんは幾つになっても

妊娠できるって錯覚するんですね。ほんまにしてるんですよ。「私、そんなん、４０、５

０でも結婚しても大丈夫かな」って言うてる子って結構、意外といはるんです。 

 ただ、不妊治療はこれ、あかんとかいいとかじゃなくて、推進するのであれば、まずは

教育の段階、特に若い段階ですよね。中学校でも性教育すると思うんです。そういった段

階できっちりこういう事実、高齢になればなるほど不妊治療をしたくても初産で、初産の

データしか僕、見てなかったんでそこしか言えないですけど、かなり困難になってくる。

４０代後半になったら２０～３０回やって１回成功するか、しかもそれが出産にきっちり

結びつくかなんて、ほんまに０．何％の世界やというぐらいの、そういったしっかりとし

た知識を伝えるような教育等が必要やと思うんですが、まずはその点についてどのように

教育としてお考えでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 小・中学校のいわゆる授業というものですけども、学習指導要領に基づいて行われてお

ります。その学習指導要領の中で体育、保健体育及び特別活動の中で、いわゆる性に関係

する項目として扱われております。体育、保健体育におきましては小学校４年生から、い

わゆる性にかかわる部分の授業の内容が含まれております。 

 議員ご質問の不妊治療についてですが、義務教育段階では思春期の体の変化、心身の機

能の発達と心の健康などの内容となっておりますので、不妊治療という部分の内容に関し

ましては学習指導要領の中では扱われておりません。今後とも学習指導要領に基づいて、

子どもの成長に寄与できる内容を指導していくように、学校には指示していきたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 具体的にこういうようなエビデンスは伝えないということでいいんですね。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 なかなかナイーブなトピックであることは事実でございますので、この言葉そのものが

なかなか、伝えるとしてもひとり歩きする可能性もございますので、それぞれの発達段階

に応じて、この性にかかわる教育ということは、やはり国の定めの中でやっていきたいと

思いますので、この言葉そのものを出すということはちょっと考えておりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 言葉そのものというよりも、こういうような言葉を、言いかえか、どうとるかわからな

いですけど、ただ、やはり高齢になればなるほどそこのリスクですよね。出産、女性なん

か特に出産するということになれば母体に対するリスク、例えば子どもに対しても不妊か

ら始まり障がいですよね。子どもが障がいを負ってくるリスクというのは高まるという事

実で、これはあるじゃないですか。でも意外とそれ、若い子、認識してるかというたら、

してないんですよね。話ししてても。してないです、はっきり言うて。すみません。大学

生でも。でも、そこは教育として伝えないといけない部分やと思うんです。伝え方はいろ

いろあると思うんですけど。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 実際に先ほど申しましたように、小学校４年からいわゆるこういう性にかかる部分に関

しては具体的な部分、その発達段階に応じて内容が決められております。ただ、今議員お

話ししていただいたように、社会的な中での具体的な事実は事実として、何らかの形で伝

える部分があるかもわかりませんが、保健体育のいわゆる性教育という部分に関しまして

は、なかなかこの不妊治療ということを扱って授業でというのは難しいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 教育長。 
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教育長（富本正昭教育長） 

 今、議員お尋ねの部分ですけれども、これは忠岡町に限定されたことではありません

で、オールジャパン、日本全国でそういうふうにお考えの方もたくさんいらっしゃるかと

思います。で、学習指導要領の改訂が近々あるわけですけれども、そういう中でそういう

部分が盛り込まれてまいりましたら、私どもは当然それに基づいて指導していくという形

になるかと思いますので、ひとつご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 例えばですが、授業の範囲外で、例えば講演会とかそういう形で、例えばそういう産婦

人科の先生や、そういうような専門家の方が、学習、授業の課題以外の学習としてお伝え

したいという場合がもしあったとすれば、それは協力するのはやぶさかでないということ

でいいでしょうか。学校現場ではなく、講演会とかそういう事実を伝え、事実というか伝

え方によると思いますけど。 

町長（和田吉衛町長） 

 ちょっと。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ、町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そんなことやりますと住民が怒りますわ。学校もいろいろと、性の発達をやっていく中

で、講師も呼んだりしてやっていくと思うんですよ。こちらから先生方にこうという指導

は難しいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 怒ってくるから事実は伝えないということでいいんですか。住民が怒るからそういった

ことはふたをするということなんですか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 
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町長（和田吉衛町長） 

 いえいえ、そういうことでないんで、学校現場はかなりバランスをとって、子どもの発

達を見て、そして自分らの力量を見てやってるということです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ですので、要するに学校現場の先生が主体になってそれを伝えろというわけではなく、

例えば産婦人科のそういう先生や、そういうエビデンスを持った、しっかり伝える、そう

いう大学の先生や学校の学者とかが、例えばそういったコラボ、地域の教育とコラボして

やりたいと。そういった場合に、例えば教育委員会としては、町としても後援を持ってい

ただけるんかなとか、そういうことです。僕の言うてることがおかしいというんやった

ら、それをまた理屈でちゃんとしっかり返していただいたら、僕もまたそこはしっかりと

お伝えしたいとは思うんですが。 

町長（和田吉衛町長） 

 それはどうなんですかね。医師会が言うてこないでしょう。 

委員（三宅良矢議員） 

 医師会じゃなくて、例えば医者とかでも。 

町長（和田吉衛町長） 

 医者がしてきたら、たらですね。で、学校が受けない。受けたらの話ですね。医者、学

校、教育委員会がどうするかということについては、それは非常に現実的になってくると

思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 いや、学校の教育の例えばカリキュラムの一環でするんではなくですよ。別に町の例え

ばそこの福祉センターなり文化センターなり借りて講義してもいいじゃないですか。して

もらっても。そこに、例えばＰＲするときに、学校とかを通じてお便りなんかに混ぜてい

ただくということです。そんなんはやぶさかではないのかどうかということです。 

町長（和田吉衛町長） 

 三位一体、合わない場合にね。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 
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 実際上、後援名義とか取られて、教育委員会が後援を出して学校にというふうなことに

つきましては、実際その中身をですね、申請された中身をうちのほうで見させていただい

て、子どもたちの発達段階に応じてそれが必要といいますかね、有益なことであれば後援

名義を出して検討ということになりますけれども、とりあえず具体的に中身をもうちょっ

と見させていただいてから判断させていただきたいというふうになります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それが有益でないということはどういうことなんですか。有益やったらということをお

っしゃいましたけど、有益でない場合って、その話の中でいうとどういう場合なんです

か。例えば、その話の情報が先行することによってどんな害があるんですか。教えてくだ

さい。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 有益か有益でないかというのは、一般論的な言い方でございまして、どんな内容につい

てもそうなんですけども、それが町の教育委員会として後援名義を出して、例えば中学校

に周知とするのが、子どもたちのさっきも言いました発達段階のいろんなことに応じて、

それが必要といいますかね、プラスというふうに判断されるような内容であれば後援名義

を出させていただいて、学校にも広く協力を求めていくというふうなことでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 指導にプラスになればというのは、それは指導要綱に基づいてということなんですね。

指導要領ですか、すみません。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 教育長。 
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教育長（富本正昭教育長） 

 先ほど申し上げましたとおり学習指導要領の、我々がいわゆる一般成人の方にそういう

ふうな講演会でされますと、対象は２０歳以上というような形でありますと、小・中学校

の学習指導要領の範疇外ですから、もちろん何ら、そこでどうこうという話はないわけで

すけれども、対象を例えば中学生と限定したとき、その内容が学習指導要領の内容とどれ

ほど合致しているかというような部分を見ながら、対象者の発達段階に応じているかどう

かを判断して、いわゆる後援名義なりそういう部分を出させていただくということであり

ますので、そこの部分はやはりよりどころというのは、私どもとすれば学習指導要領にあ

るんではないかなというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今のその話が、発達段階にどこで応じないというか、要は今の話は中学生に伝えるべき

でないということなんですね。今の学習指導要領でいえば。ということでいいんですよ

ね、回答として。 

委員長（森 政雄議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 伝えてはならないというような記載は一切ありません。 

委員（三宅良矢議員） 

 いやいや、教育のカリキュラムとしては。 

教育長（富本正昭教育長） 

 伝えてはならないという記載はないんですが、伝えなさいという記載もないです。 

委員（三宅良矢議員） 

 グレーゾーンということ。 

教育長（富本正昭教育長） 

 というか、それが発達段階に応じたという部分であって、伝えなさいという部分、我々

は伝えなければならないという部分の中で指導していくという部分でありますので、伝え

るべきではないという部分とは若干ニュアンスが異なっているというふうに認識しており

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、極端に言えば教育のそのカリキュラムの現場内で扱わないということで

すね、まず。取り扱う、今の現時点では取り扱わないということですよね。はっきり言う

と。それでいいんですよね。 

町長（和田吉衛町長） 

 でしょうね。 

委員（三宅良矢議員） 

 というか、誰か回答ください。 

委員長（森 政雄議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 実際に今の現状の中では扱うことはなかなか難しいと。扱わないということです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それも踏まえてなんですけど、ちょっと保健福祉のほうに入ってくる、子どものことに

も入ってくるんかなと思うんですけど、不妊治療を進めるに当たって、うちもちょっと出

産に対して、ここだけというか、これは議事録に残るんでここだけにならないですけど、

うちの奥さんも今回、出産させていただいたんですけど、２回ほどちょっとしんどかった

んですよね。現実問題。やっぱりそのときに、妻はまだ３２なんで若いんですけど、実際

問題、正直、養子も考えたんですよね。２回目あかんかったとき。「あっ、もう育てへん

のかな」とかね。やっぱり日本の子育ての支援の中で、不妊治療って今メジャーに叫ばれ

てはきてますけど、養子縁組ってあんまり表に出ないんですよね。で、一応大阪府の社会

福祉協議会の中に家庭養護促進協会という会があって、あとはいろんな、最近赤ちゃんポ

ストなりでいろんなＮＰＯ団体とか動いてはいるんですけど、そういった部分に関しても

やはり町として、まずはそういうような動きというか支援、サポートについてまず町とし

てはどのようにお考えでしょう。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今、議員ご質問の件は、養子縁組の仲立ちというんですか。 

委員（三宅良矢議員） 
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 すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 何度もチャレンジしたけど、できない家庭もやっぱりあるわけじゃないですか。そうい

った方に対するケアというのも含まれてですよね。すると、どうしてもそれでも子どもが

欲しいってなれば、現実、もらうしかないじゃないですか、いわゆる。といった場合、町

としてそういうサポートというか、メンタルな部分も含めて何かお考えがないかなという

ことで。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 そうですね。子育て支援というんですか、子どもを持つ以前の妊娠、出産、子育てとい

うふうにつながっていくことにはなりますので、メンタルな部分というんですか、相談は

多少保健センター部分で、いろんなところのご紹介とか、そういうことはできる部分はあ

るのかなとは思われるんですが、今の養子とかいうようなことになりますとかなり難しい

問題になりますので、今のうちの体制ではちょっと難しいかなと。将来的にはそういうこ

とも充実していかなければならないであろうとは思われますが、今の段階では、ちょっと

申しわけないんですが、検討していかなければならない課題であるのかなというのは認識

はしておりますが、本町のレベルでそういう大阪府なり、今おっしゃられた大社協とかい

うところに話をつなげていくということは可能であろうかとは思われるのですが、うちの

ほうで独自で何か行うということはちょっと今の段階では、検討しないということではな

いのですが、かなり難しい問題なのかなとは認識しております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そこの相談窓口を設けて、その課をつくってと、そういうわけではなくて、相談をやる

としたら多分保健センターの保健師さんとか、ああいった方が対応になるんですけど、そ

の方たちが研修、認識ですよね。そんなんをできたら高めていただきたい。できたら府と

かそういったところにもしっかり定期的に出向いて、そういった方たちと常に意見交換し

て、「あっ、こういう今の現状なんだ」ということを、新たな情報をやっぱりしっかりと

持っておいていただきたいなと思うんです。それこそ、うちの家にも保健センターの方、

訪問してきていただきましたし、これだけ各、全戸を回るってなかなかやってないところ
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もあるぐらいなんで、そういった意味ではその辺の知識の底上げの充実というのを図って

いただきたいということなんですが、お願いできないでしょうか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 その件につきましては、大阪府のほうから毎年いろいろな研修が組まれまして、行われ

ておりますので、その大阪府から提供される研修の中で積極的に選んで受講はしていきた

いなとは思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また別の機会にお話ししたいと思います。その辺、特に重点的にもちょっと重視してい

ただきたいなと。自分の身をもって感じたことやったんで、ちょっとそれはお伝えさして

もらいました。 

 すみません、２つ目に行きます。次、観光についてです。これもちょっと課をまたぐん

で、教育と商工を中心にお尋ねします。 

 昨今、自民党さんの研修会にお呼ばれいたしまして、クルーズ船が堺の大浜のほうに到

着しますということで、平たく言うと各市町村で回れるような、特色あるような何らかの

観光を組んでほしいと。組まへんかったら買えへんでというような、多分ニュアンスやな

と思ったんです。その中で、今後忠岡に関して、まず今どのように、それに向けて話があ

ったらどのような形で考えているか、まずお答えいただけますか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 商工担当である産業振興課のほうで、まず先にご回答させていただきますけれども、う

ちが観光メニューが少ない町であるということは皆さん周知されていることであり、ただ

し、だからといって大阪府からのお声がけや、また堺以南で、泉州観光プロモーション推

進協議会、今運営されているところですけれども、少ない職員の中から、うちからも産業

振興からも１名、また秘書政策課からも１名、毎月の会議に出席させていただいていると
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いう状況でもあるわけです。 

その中で忠岡町がどのような、皆さんと肩を並べて、堺市以南の方たちとともに泉州の

魅力をＰＲしていけるのか、そういう会議の場で職員が考えさせていただいているところ

ですので、クルーズ船のお話についても、会議のご案内があればできる限り職員参加させ

ていただきますし、その中で忠岡町がどのようなＰＲがふさわしいのか、これは産業振興

課だけではなく、町内、庁舎内、各課のご意見もいただきながら推進していきたいなとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それについてちょっと教育のほうに投げかけの問いなんですが、僕も昔、何回か海外に

行かせていただいて、観光して回って、一番記憶しているのが、お伝えしたと思うんです

けど、シンガポールの小学校に行かせてもらったとき、一番楽しかったんです。それが一

番記憶にあるんですよね。向こうにとっては当然の日常風景やったと思うんですけど、僕

らからしたらやっぱり外国の学校とか、変な話、ここの議会のこの議場とかもそうやと思

うんです。非日常を味わえる、僕らの日常は向こうにとっては非日常やと思うんです。そ

ういったのを生かしていただきたいなと。 

何でかというと、英語教育ですよね。年間８００万か予算をトータルでいろいろと組ん

ではって、そんだけかけてやるのも必要やと思いますが、ただ、来てくれて、例えばほと

んど８割、９割がもうヨーロッパ、北米、欧米系やと言うてたので、ほぼ多分英語圏、違

ってもフランス、スペイン、ポルトガル、この辺やと思うんですが、そういった方が要

は、言い方は悪いですが、ただで来てくれると。ただで、要は生の外国人と触れ合って、

外国語やを体験できるって、これはすごいすばらしいことかなって僕は思うんです。 

 クルーズ船自体の、いつ来るかとかも、あした、あさっていきなり、来月、「土居先

生、行きますからよろしく」とかじゃなく、ほんまに半年、１年前計画のものなので、そ

んなに急に対して、現場があたふたして何とかせなあかんものでもないと。町長も「アベ

ノミクスの恩恵がこっち方面にはない」とおっしゃってはったんですけど、そういうふう

なんを含めて待つんではなく、やっぱりこういった機会をチャンスと捉えて引き込む方向

性って必要やと思うんです。こういったことを含めまして教育のほうとして、まずはいか

がお考えか、ご回答お願いします。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 今、議員ご質問の外国人と交流する機会提供ということでお話をいただいているんです

が、確かに子どもたちにとって国際理解教育の推進や異文化の理解は大変重要であると認

識しております。本町の学校においてもそれぞれの教育課程、カリキュラムの中でこの国

際理解教育、当然英語の授業が中心となっていろいろと進めてますし、町のほうでも今お

っしゃっていただきましたように、予算をつけていただいて英語に触れる、英語で学ぶと

いうような体験の場も用意させていただいております。そのような部分ともつながりなが

ら、今後考えていきたいと思います。 

ただ、どうしても学校現場といいますと教育課程がございます。さまざまな年間の行事

もほぼ決まっていく状況になっていきますので、その教育課程やカリキュラムの中で、で

きること、できないこと、ございますので、今後そのような機会があれば学校のほうと情

報を交流させていただいて、できる範囲で対応させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そういった場合って、教育委員会だけが動くんじゃなく、やっぱり商工、観光を代表す

る、町全体が多分動くと思うんで、そういった縦割りではなく横の、小さい町やからこそ

できる横のつながりを生かして取り組んでいっていただきたいと思います。町長が手を挙

げてはるので。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 自民党のどこの話になるか知りませんが、自民党の話の中で聞いてきた人の話やったん

か、それならうち、手を挙げようかって。アベノミクスを待ってるというんでなしに、う

ちに着岸するときには話を聞こうかという話をしたのを覚えていますけど、本町にもそん

な話があるんかなとは思いつつ、今ここに臨んでいるんですけどね。だから、これはあり

がたい話やなと思っていますけど。何か今のお話を聞いてると堺に着くって、そんな話は

まだ聞いたことないんですけど。 

委員（三宅良矢議員） 

 答えを。 
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委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 一応、寄港できるところが今、堺、泉大津、貝塚、この３港が、要は底を掘り返して大

型クルーズ船が来れるという状態らしいです。で、大体２年ぐらいをめどにそこに就航で

きるようにという話。商工会議所の会長さんでしたっけ、ですよね。男の方、名前出てこ

ないも参加されてましたし、軒並みこの泉州９市４町の首長さんから、自民関係を中心と

した議員さんとかも軒並み出られてましたんで、そのころの説明やったんで、一概にもう

そんなん全く、全く何でしょう、可能性が多少ある中で、こんな話やとかいうわけじゃな

く、高い話やと思うんです。で、向こうの観光協会の会長さんも、やっぱり相手が行政、

議員関係ばっかり前やったんで、結構丁寧には話されたんですけど、言葉の端を捉えれ

ば、やっぱり見るとこがなかったら来られへんでという。やっぱり神戸へ行っちゃうし、

ほかの横浜でとまってしまうよというようなニュアンスやったんで、そういった意味では

泉州一丸となって、特に忠岡は忠岡で、町長おっしゃっていただいたようにありがたい話

ということであれば、本当に町挙げてでもやっていくべきかなと思いますので。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 私、聞いてないんでね。どの首長が聞いたんか、また聞くけども、うちの場合は岸壁つ

くらなあかんからね。どこにつくろうかなあと、そんな話も考えていかないかんので、ま

たニュースを探っていきます。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 忠岡町の岸壁に着くわけじゃないので。堺の大浜に集まって、そこからバスでばあっ

と。 

町長（和田吉衛町長） 

 いや、それはこれからの話なんでしょう。 

委員（三宅良矢議員） 

 そうですよ。これからの話です。その前提の細かい話があったということです。 

町長（和田吉衛町長） 

 うちは泉州の真ん中やからね、持ってこいやな。 

委員（三宅良矢議員） 
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 よくＮＨＫのニュースで二階さんがクルーズ船、クルーズ船ってようおっしゃってはる

んで、その話の具現化です、多分。 

委員長（森 政雄議員） 

 ちょっと委員長を通して話してください。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。この話は、じゃ一たん終わります。 

 最後です。在宅医療についてちょっと最後、お話しさせていただきます。今後、終末期

のみとりというものがより具体化してくると思います。２０３０年になってくると今の団

塊の世代さんが一気に亡くなる年齢に差しかかってきます。そういったときに、前、在宅

医療の先生からちょっとお話があったんですが、救急士ですよね。在宅医療のメリットっ

て何か、「在宅で亡くなりたい。最期、家で亡くなりたい」と言いながらも、やっぱり家

族さんが、いざ、もう亡くなる寸前となれば、やはり気が動転し過ぎて、かかりつけ医の

先生に電話せんと、１１９を押してしまったと。 

で、１１９を押したらどうしても、それはもちろんお仕事ですんで、これは忠岡の話じ

ゃないですよ。お仕事なので、それは駆けつけます。それこそ救命しようとします。これ

は当然やと思うんです。ただ、そこで在宅医の先生に、家族が動転してるんで、そのケー

ススタディであれば在宅医の先生に連絡したと、救急の隊が。ただ、在宅医の人は今まで

の経緯を簡単に話しして、要は気管挿管ですかね、「をしないでください」と言うたら、

その救急隊員は「じゃあ何で呼んだんや」とか「何でせえへんのや」とか、そんなふう

に、まあ言い方は悪いですけど、口ごたえというかね。だって、医療行為の指示は医師し

かできないわけじゃないですか。今後、多分高齢化、団塊の世代さんがそういった形で在

宅で最期を迎えるということを推進していくのであれば、そういった形での対応とかのケ

ースは多々求められてくると思うんですが、それを目指して、今、忠岡の消防としても今

後そういった研修を踏まえていただきたいと思うんですが、まず、その辺についてどう考

えていただけますでしょうか。 

消防署（花野勝也署長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 花野署長。 

消防署（花野勝也署長） 

 三宅議員のご質問の前になんですが、この時間をかりて、昨日私が答弁した内容に誤り

がありましたので、ここで訂正させていただいてもよろしいでしょうか。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

消防署（花野勝也署長） 
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 それでは、説明させていただきます。河野議員の質問の中で救急安心センターおおさか

の医療相談で、救急車が必要となり、忠岡町でその必要となった救急件数は何件かという

お尋ねがございました。私、「月平均３件程度」と答弁させていただきましたが、これは

年間の件数でありました。１年間で３件から５件であります。この場をかりて訂正させて

いただきます。大変申しわけございませんでした。 

 それでは、三宅議員の質問の答弁をさせていただきます。 

 消防本部としましては、今のお尋ねの中で、積極的な治療を望むか望まないかというよ

うなことかと思います。救急隊の対応では原則、書面をもって確認されるべきと考えてお

ります。書面が存在しない、もしくは見つからない場合、家族からの申告があったとして

も正式なものとして取り扱うべきではないと考えております。 

理由としては、家族からの申告を軽視するわけではございませんが、不確かな情報を認

知することが後々、救急隊にとって不利益を生じる可能性があるとのことで、現場にて書

面を確認できた場合において有効とし、それ以外は最低限の処置、これは一次救命処置、

俗に言う心肺蘇生法、これをして医療機関へ搬送というスタンスで活動しております。 

ですので、現場で家族さん、家人がそのような訴えがありましても、なかなか今の現状

ではそこで搬送しないというのは難しいんかなと。議員がおっしゃられた救急隊員、行動

はちょっと飛躍しているような感じのようには受け取られますが、うちの救急隊としまし

てはそのような特定行為の強要ということはいたしませんが、基本、その救急隊が言うた

ように、呼ばれた限りはやはり救命する必要がありと判断しての出動ですので、そのよう

に対応していきたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その書面というのはどういうものなんですか。 

消防署（花野勝也署長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 花野署長。 

消防署（花野勝也署長） 

 俗に言う遺言というようなものと認識しております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは、例えば本人が書いて本人が署名してるとか、そういうものが、例えば壁とか

に、たまに訪問したら「一切延命するな」みたいなことを書いてるおじいさんとかいはる

んですけど、そういうもので、認識でいいですかね。 

消防署（花野勝也署長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 花野署長。 

消防署（花野勝也署長） 

 目につくところにあるようなものがそれになるかどうかはちょっと判断つきませんが、

救急隊としましてはどこかにしまってあるというような認識でいてます。これは泉州地域

のメディカルコントロール協議会の中でも「そのようなことで活動しなさい」というふう

に回答が出ておりますので、我々救急隊はそのメディカルコントロールの中で活動し、そ

の傘の中で保障もされておりますので、逸脱した活動ということはやはりできないという

ことでご理解願いたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、そのメディカル協議会の中で、ある程度マニュアルみたいなんが示されている

ということでよろしいでしょうか。 

消防署（花野勝也署長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 花野署長。 

消防署（花野勝也署長） 

 その延命治療を望むか望まないかというようなマニュアルというのはございません。た

だ、俗に言う心肺停止状態の患者さん、傷病者に対してのいろんなプロトコールがござい

ます。これを皆、救急救命士も含めた救急隊が頭に入れて活動しております。これを大き

く逸脱した活動というのは、今の救急活動の中では現実的ではないのかなというふうに考

えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。ある程度本人の意思確認が取れる中でやるということですよ

ね。しっかりとやっていただけるということで。そういうような意思確認じゃないですけ

ど、そういうものです。これから自分、ご自身が一番判断するのが正しいと思うんですけ

ど、そういうような支援ですよね。どちらかというと高齢者に対する教育となりますか。

よく何活とか死活とかいろいろね、婚活とかいろいろ、今何とか活動ってありますけど、

そういう意味では、これは多分健康福祉部長にお聞きすると思うんですけど、すみませ

ん、今ちょっとしたばっかりで、そういうような仕組みというのをご理解いただいた上

で、高齢者にとってどういうふうに、例えばひとり暮らし、ありますよね。家族が近くに

住んでない、連絡がなかなかすぐにとれない。それこそ本人が「連絡とってくれるな」と

言うてる方もいます。そういった場合、ケアマネさんとかが対応はしてくれると思うんで

すけど、そこでケアマネが判断しろというのはまず酷な話でありまして、基本、本人が元

気なうちにすることやと思うんですけど、そういうような予防の観点から、啓発、周知、

教育を今の内容を踏まえてやっていただけないでしょうか。今のやっていただけないの重

なりになるんですけど。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今、議員ご質問いただきました件につきましては、これも考えていかなければならない

ことだと認識はしております。事実、包括支援センターのほうにみとってほしいんやとか

というようなご相談とかもございまして、それは個々に相談のほうは聞いて、できること

はご案内のほうさせていただいております。社協のほうでも来月、終活についての講習会

を行おうかというようなことも出ておりまして、町民の方々にもまた聞いていただける機

会もあるのかなと思っております。そういう講演会とか、そういうようなものは随時開催

して、啓発等を行ってまいりたいとは思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 できれば先ほどの救急の方との、コラボじゃないですけど、課を越えた、その辺の連携
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ですよね。そこのほうがしっかりと、こういう形でこういう業務のやり方に応じてします

と。だからこそ皆さんは事前に、特におひとり暮らしとかであれば、「こういうような意

思表示はしておいてください」とか、要はできるだけわかりやすく、かつ本人に丁寧にし

ていただければと思うんですけど、お願いできないでしょうか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 検討しながら、できることは、可能なことは行ってはいきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい、ありがとうございます。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 クリーンセンターの件ですけれども、３０年で今の契約が切れるわけで、あと２年半と

いうことで、結論を出さないかんわけですね。今現在の包括を継続するか、もしくは広域

で、岸和田か泉北のほうで契約するか、それともどこかに委託するか。そういう選択があ

と２年半で迫ってきているわけですので、町としてはどの時点で結論を発表できるのか、

それをちょっと教えていただきたいと思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 先ほども広域の必要性ということで、本町としては近隣と協議していくわけなんですけ

ども、もちろんあわせて、３０年度をもって、そこでぴたっと終われるのかといいますと

なかなか、仮に広域への目がついたとしてもなかなかすぐに終われないわけでして、やっ

ていく中では長期包括を継続していった場合の経費の算出、比較であったりとか、あらゆ

る方策ですね。どういったやり方が望ましいのかということについてはこれからまだ検討
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していかなければいけない課題かなと思うんですけれども、まだどの時点でというのはち

ょっと、もちろん相手のある話でもございますので、いつかと言われると、明確な時期と

いうのは打ち出せないかなとは思うんですけれども、できるだけ早い時期に結論というも

のを、まあ相手さんのある話でございますので、その中で確定していくという形になろう

かなというふうに思います。 

 以上です。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 広域については相手のあることやから、なかなか結論を出すのも難しいと思いますけれ

ども、しかし、この３０年で契約が切れるわけですので、最低でもやっぱり１年前ぐらい

にはどういう方向で行くという結論を出さなければならんと思うんですけども、町長、ど

うですかね。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そのとおりでね、焦ってます。で、あしたから来いと言うてくれる日が一番いいんです

が、うまくいったらあしたから行かなあかんのですけど、ごみの質にもよりますしね。町

民にも理解をしてもらわないかんとかね、そんないろんな背景もあるのでね。できるだけ

急いでるんですけども、もうあしたにでも返事欲しいなとは思っています。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 町にとってはやはり広域でするほうが、財政面からいろいろ考えても安くつくかと思う

ので、私個人としては広域で岸和田か、もしくは泉北と話し合って、忠岡町のごみを焼い

てほしいなと思うわけですけども、今現在の経過という、話し合った経過の中で、それが

本当に可能なのか可能でないのか、その経過というのはどんなものなんですか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 私たちの思いを押し込んでるからね。だから、非常に相待つことが難しいですよ。私た

ちは値段でいうと安くしてほしいですわね。あるいは技術者はないんですよ、うちの職員

には。能力もしたがってないんですよ。何とか勉強して、毎日毎日勉強してやってるわけ

ですよね。だけど、やっぱり岸貝にしても泉北環境にしても、皆寄ってきて、それを中心

に勉強やってますわな。だから、かなりの技術、能力が磨かれてると思うんです。うちら

は人数に限りもありますし、そればっかりやってられませんのでね。そういう意味におい

ても私は広域が大事やなあと。だから堺の市長にも「頼むで」と言うてやってるんですけ

ども。 

広域はいいと私は思ってるから、私は旗振ってるんですけど、また「ここへ行きます

よ」と言うたって、議会のほうがノーであれば、そのまま焼いていくと思います。私は広

域がいいと、旗振っていこうと思っています。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 なかなかまだちょっとはっきりしないということなんで、できたら早く、もう日にちも

大分迫ってきたんで、こういう方向で行くという結論を出していただきたいと思います。

その件は、そしたらこれで終わり。 

 もう１点は、この１０カ年計画の見通しを見ましたら、３０年から３１年は非常に忠岡

町の一番財政の厳しいピークに陥るというふうに、今回の資料の中でいただいたわけです

けども、この下の中に予定されている事業ですね。２８年度、２９年度、３０年度という

事業が紹介されています。この事業をやることによって、この３０年から３１年度の財政

見通しが一番厳しくなるという報告だと思うんですね。 

それ以外に、きょうもちょっと水道の件も聞いたんですけども、古い老朽の管を今後し

ていかないかんと。それからまた、こども園もこれからしていかないかん。そういうよう

なことはここには書いてないんですが、そういうのも全てこれからの事業として入れてい

く中で、この１０カ年の見通しは大体このぐらいで合っているというんですかね、予測さ

れてるわけですか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 この１０カ年の見通しの中に、当然主要な、していかなければならない工事というの

は、３７年度ぐらいまで一応計上はさせていただいておりまして、ただ、不確定な要素、

たくさんこれからも出てくるようなことでございますので、その辺は都度修正を加えて、

次回の委員会、予算委員会のときにはまた新しいものが出てくる可能性もございます。当

然、水道の事業、今お聞きしたところ、その辺もまたしっかりと事業計画なりが出てくれ

ば、その辺も見ていくというところで、現時点の段階では、この試算をはじき出すために

各課から中長期の財政需要ということで計画を出していただいてると。その辺を盛り込ん

でいってるというところでございまして、近々の３カ年ぐらい、これを毎回ご報告、お示

しさせていただいてるところでございます。 

 当然、その新しいものが出てくれば、先ほどのグラフの部分、収支の見通しというもの

も後ろにずれこんだり、悪化したりということがございます。また、財源のほうも見てま

いりますので、手厚い措置があるものを前倒しでしていく。例えば耐震化なんかがそうな

んですけども、そういうものをすれば、また収支が改善、あとは平準化されることがあり

ますので、またグラフも見通しも変わってくることが考えられます。現時点での推移とい

うところでございます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 まあね、先のことはちょっとやっぱりわからない点もあるかと思います。で、この庁舎

の借金ですね、これが結局３０年ですか２９年ですか、３０年で終わるんですかね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 ２９年で大きな部分が終了してくるというところでございます。 

委員（前田長市議員） 

 終わるんですね。 

財政課（田中成和課長） 

 はい。 

委員（前田長市議員） 
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 そうすると、その終わった分、３億近くのお金ですね、これは交付金とは関係ないんで

すか。交付税に影響はないんですか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 もうこれは、シビックセンターの部分というのが２０年償還でございまして、さきの１

０年、これで措置のほうをいただいておりますので、後の１０年、２９年までの分、２０

年償還の部分というのは措置というのは入っておりません。交付税部分というのは入って

おりません。 

委員（前田長市議員） 

 交付金には影響しない。 

財政課（田中成和課長） 

 はい。 

委員（前田長市議員） 

 そうですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（前田長市議員） 

 結構です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １つ目は、消費税の５％から８％に増税された分についての、本町決算における影響額

についてお聞きをしたいと思います。歳入に関しては、地方消費税の交付金が増額されて

いるという部分がございますが、忠岡町も消費税を支払っていると思います、さまざまな

面で。その消費税、忠岡町が払っている影響額はお幾らになりますでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 
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 今、ご質問の件でございます。歳入のほうでは、初日にご説明させていただいたとお

り、１億５，５００万ほどの増収部分がございます。これは消費税交付金という形でいた

だいております。また、議員ご質問の歳出の部分でございますが、決算ベースではじき出

しましたところ、４，８００万円が５％から８％になったことによる影響額でございまし

た。なお、予算委員会のほうでは９，０００万円というところで粗い試算でございまし

た。決算値では４，８００万円の影響額というところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

 次に、防災についてなんですが、たくさんもう質問しません。１つだけ、福祉避難所の

開設・運営についてお聞きしたいと思います。避難所開設となりますと、特別な配慮の必

要な方ですね。高齢者、障がい者、乳幼児、その他妊産婦、特に配慮を要する方を要配慮

者と国のほうでも規定されております。災害対策基本法施行令によって規定されておりま

すが、その方々を一般の避難所ではなく福祉避難所で避難させる必要がある場合、忠岡町

としてはどういったところを福祉避難所として確保できておられるのでしょうか。で、何

人分確保されてるでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 まず、福祉避難所でございますが、忠岡町の福祉事業所連絡会員の施設を中心に、現時

点で１７の施設との間に災害時における福祉避難所の指定及び設置・運営に関する協定を

締結いただいております。 

それと、もう１点でございます。災害発生時において何名の受け入れが可能かというご

質問であったかと思いますが、その時点の施設の状況にもよりますが、具体的な数値、今

の時点では把握しておりません。できる限りの対応をお願いしたいということを伝えてい

きたいなというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 福祉避難所もさまざまあると思います。ショートステイのようにもともと泊まれる、そ

ういった施設と、あとデイサービスで行って、夜中は誰もいてないというところと、そう

いったところも含めて１７施設かと思うんですけれども、宿泊、職員が日常泊まってるよ

うな、配置されている施設は１７施設のうち何施設ありますでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 ２４時間職員さんが常駐されている施設ですが、この１７施設の中で４施設ございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということは、１３施設は２４時間体制でないところということになりますね。となり

ますと、十分に確保できるんだろうかということで、協定書を結んでいただいてるという

ことは本当にありがたいことだと思います。デイサービスについては、デイサービスをや

ってるところに必ず静養室を設けないといけないでしょうから、そういった静養室という

ことで、１室か２室、大概ベッドが１つか２つ置いていらっしゃるんですけども、そうい

ったところ等に泊まれるけども、職員の配置という点についてはどうかというところがち

ょっと不安があるかと思います。 

 で、そういうことも含めて、具体的に日帰りで福祉避難所を利用するというのは余りな

いかと思いますので、避難所開設という状況となれば被災しているわけですから、そうい

う確保ですね、避難所として泊まれる確保ということについての具体の話し合いをまた進

めていただきたいというふうに思います。 

 で、何人分ということがなかなかわかりにくいでしょうけど、１００人ここで受け入れ

できるかというたら、ちょっとどうだろうと。そもそも入所されている施設のところのあ

いてるスペースということになりますので、そうも多くないでしょうから、その辺の具体

の何人確保できるかという点と、そしてそこで足らない分について、ここのいろいろ、一

般の避難所の中のちょっと部屋が確保できているところの部分とか、あと、この保健セン

ターですね、ここの役場の保健センターの部分であるとか、さまざま足らない分は緊急に

こういったところを開いていくという、そういう段取りもちょっと想定して考えていただ
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きたいというふうに思います。そういったお考えとか、今のところございませんでしょう

か。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 各施設のほうで具体にどれぐらい受け入れてもらえるのか、これは施設の状況にもよる

かと思いますが、そういうこともあわせまして、今後、連絡体制や受け入れ人数等につい

て定期的な打ち合わせ等をやっていきたいというふうに考えております。 

 それと、余りにも多くの方が避難されるようでしたら、先生がおっしゃったように、ど

こかの避難所は、要は要援護者のための避難所にする等、まずその状況に応じて検討のほ

うをしていきたいというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その福祉避難所の対象となる方が、一体どのぐらいいてるのかというところも非常に大

変難しいところなんです。いきなり「皆、福祉避難所へ言ってください」と言ったら殺到

しまして、対象でない方もたくさん行かれると。本当に必要な方からトリアージしていく

ということが必要になってくるんですが、それを誰がどこでするのかというところも、一

般の避難所に行くとそういう専門の方がいたらいいんですけれども、また情報が来てなく

て、もっと必要な人が入れなくて、その人が先に行ってしまったと、いろいろそういった

ミスマッチも出てくるかと思いますので、そういったトリアージをどこでするのかという

ところとか連絡体制ですね。各福祉避難所との連携、連絡ですね。どうやってその必要な

方を運ぶのかという運搬の方法とか、そういったところも想定して、そういう計画をさら

に具体的に進めていただきたいと思いますが、その点についてもいかがでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 今、議員おっしゃったように、いわゆるトリアージですね。実際のところなんですけど

も、どの被災者を福祉避難所で避難してもらうのか、一般の避難所にとどまっていただく
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のか、今の時点で具体的な基準は有しておりませんし、我々まだその判断もできるような

状況ではないと。非常に専門的な分野であるかと思いますので、その辺については今後研

究が必要になってくるというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは実は、国の内閣府の防災担当の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」という

ものが出ておりますので、そこに沿って考えていくと、いろいろな自治体の例、そんなこ

とも載っておりますし、非常に役に立つかと思います。忠岡町の保健センターに１カ所、

皆さん来ていただいて、そこで総合的にお医者さん、いろいろな方ね、保健師さんもここ

にいてますね、保健センター、そういった方々の力もかりながら、できるという方法もあ

るということも書いてありますので、ぜひ参考にしていただいて、用意だけはしておかな

いと、そのときになって慌てるということにならないようにだけ、ちょっと整備しといて

いただきたいと、よろしくお願いいたします。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 今、議員おっしゃったガイドラインですね、また読ませていただいて検討のほうをして

まいりたいというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 事前にその対象者の方がどのような疾患というか疾病を持っていらっしゃるかとか、障

がいを持っていらっしゃるか、状況について事前に把握しておかないと、見た感じでもわ

からないということもございますし、薬を持たずに出てきたりとかいうことで、そういっ

た薬剤師の方、薬の関係も福祉避難所に必要な薬剤ですね、置いとくようにとか書いてあ

るんです。食料も置いとくようにということで、大変福祉避難所に備蓄も若干はしておか

ないといけないような感じのことを書いていらっしゃいますので。でも、その対象者です

ね、事前にどういった方が対象者として、その必要な情報についてはできる限りの範囲で
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情報も得られたらということで、難しいですよ、情報の保管の方法が。ということで、そ

ういったこともぜひ対象者の把握についても、今、避難のための要援護者の把握をされて

ると思いますけれども、その中に皆さん入っていればいいんですけども、入っていらっし

ゃらない方もいるかと思います。そういったことで、対象者の把握についても事前にして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 対象者の把握ですけども、正直なところ、なかなか難しい面もあろうかと思いますの

で、今後どのような方法で把握できるのか、ちょっと研究のほうをしてまいりたいと考え

ております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その対象者の方に、避難が必要な場合はこうしてくださいという周知徹底もしておかな

いといけないというふうに、大変なもう、これだけでも担当者が何人も要りそうな、そう

いうことがありますので、なかなか限られた人数では、忠岡町の職員さん限られてると思

いますけれども、一つ一つ整備していくと。一度に全部できなくても、少しずつ整備して

いけば、いずれ必ず把握できるようになるかと思いますので、ぜひ努力いただきたいと思

います。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 まずは、そのガイドライン、読ませていただきたいというふうに思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 
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 防災関係で、今、福祉避難所のことをちょっと申し上げましたけれども、一般質問で高

迫議員も議会で取り上げさせていただいておりますが、職員の配置ということで、職員の

方が一人一人どういう行動をするのかというマニュアルも、個別にお一人お一人持ってい

らっしゃるかどうかですね。かなり以前に質問しましたし、そういったことは取り組まれ

てるでしょうか。小倉課長さんでよろしいです。個別のことですので。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 今の時点で個別に職員の役割と、あなたが何をしてくださいというようなものはお渡し

はさせてはいただいておりませんが、先日、職員に対しまして災害初動に係る職員研修と

いうことで、この２月に研修会のほうは実施させていただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この近くでしたら、泉南市のほうでは職員の方にマニュアルを、全員かどうかちょっと

わかりませんけれども、持っていただいて、そういう災害時は行動をどうすればいいかと

いうことがきちんと伝わっているということのようですので、それ以外にも浜松市のほう

も全職員に携帯してマニュアルを持たせているとか、全国でいろいろとそういう取り組み

がもう既にされておりますので、ぜひ参考にしていただいて、研修も始めていただいてま

すので、これからぜひマニュアルの携帯ということをお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 今、浜松市の事例もお教えいただきましたので、ちょっと検討のほう、見させてもらっ

て、進めたいと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３つ目が国保の広域化について、きのう国保会計でも少し最後のほうに質問もさせてい

ただきましたけれども、その中での答弁で、今、国保が平成３０年度から大阪府が保険者

になるという、広域化されるということで話が進んでるんですが、その中で統一保険料と

いうか標準保険料率というところも決めて、それでやるようにというふうに進められてい

るという問題があります。 

 その中で、安ければいいんですけれども、一般会計からの繰り入れは認めないという、

そういったことで、それが差し引かれると、国からの今現在で１，７００億、全体で来て

まして、１人５，０００円分ですけれども、それが１，７００億、あと残り来まして、合

計３，４００億円ということで、それが来ると、あとプラス１人５，０００円ということ

で１万円入るから、もう市町村が入れなくてもいいというふうに、そういうふうな考え方

でされているということです。 

 ここで１つ気になったのは、それが一番いいというふうなお答えがちょっときのうあり

ましたので、それは本当に安くなるんですかということで、負担の公平と言いますけれど

も、負担の公平というその考え方の大もとには、実は国民健康保険は社会保障というより

も相互扶助の制度であると。相互扶助の精神に、原理原則にのっとりというふうな、そう

いう考え方が根底にここにあるんですね、この広域化調整会議では。ということで、そう

なるといつから相互扶助制度になったんですかというふうに、私はちょっと申し上げたい

と思うんです。 

 で、国民皆保険制度は、健康保険はありましたけど、当時国民にはそれ以外の方には、

いろいろ個別のがありましたけども、国民健康保険制度がないときは、お医者さんにかか

るとき、本当に大変だったと思います。ですけども、この保険制度ができたのは、やはり

憲法２５条をね、これを具体化していくための保障するための国民への社会保障制度とし

て創設されて、発展してきたもので、相互扶助ではなく社会保障なんです。その点で、忠

岡町の保険課としては、国民健康保険は相互扶助の制度というふうに考えておられるの

か、やはりきちんと国民皆保険制度、義務ですので、これ。そのかわり憲法２５条を体現

した社会保障制度だと捉えていらっしゃるのか、どちらなのかということをちょっとお聞

きしたいんですけれども。 

 お答えは東部長さんにお願いいたします。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 
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 もちろん国民健康保険制度は、国の言う国民皆保険に基づいて行われている社会保障の

制度でございます。広域化会議の中で相互扶助というような言葉も出てまいりますけれど

も、基本は社会保障ですので、極端な話、保険料を一切納められてなくても、窓口へ来ら

れて相談に応じて保険証等は発行するということはもちろん行ってまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡の国民健康保険は、そういう社会保険制度、社会保障の制度ということで、むげに

お金を滞納しているからということで受けさせないとか、切るとかいうことはないんです

けれども、もしこの広域化のこの考え方そのままされるとなると、これは相互扶助という

のはお金を納めていなければ排除するということが、相互扶助はそういうものなので、非

常に恐ろしいことだと。広域化になるとそうなってくるという可能性が大変危惧されま

す。なので、これ文書ね、８月の２６日に行われている広域化調整会議ですけれども、そ

の考え方というか、それが示されております。実はこの考え方は、忠岡の町長さんも５月

に聞いていらっしゃるということがここに書いてありましたので、町長さんもご存じだと

いうことだということでありますということなので、これは大阪府下の市町村にかなりこ

の考え方ということが伝わっているわけなんですね。やっぱりこれは大変なことだと。職

員が一生懸命、窓口に来られた方に対応している。それが広域化になるとできなくなって

くるというふうなのはやはり大変なことなので、この考え方については、やはり社会保障

ということで守っていただきたいというふうな声はぜひ上げていただきたいと思います。 

 それ以外にもいろいろとありますけれども、多分年明けに幾らの保険料になるかという

シミュレーションをね、各忠岡の保険課もデータをもらって、入力して、計算して出すと

いう、その際には統一国保料ということで計算をするということになりますので、大変心

配だなというふうにも思いますが、ぜひ加入者の生存権を保障する国保制度を守っていた

だきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 答弁はいいです。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 
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 まだ続きがあるんですが、いいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 そしたら、続きをやって終わってください。 

委員（是枝綾子議員） 

 いいですか、もう一つ。すみません。 

 次に、子どもの貧困対策についてお聞きをいたします。 

町長（和田吉衛町長） 

 親の貧困、子どもの貧困。 

委員（是枝綾子議員） 

 どちらもです。子どもだけが貧困なお家はないと思います。子どもが貧困であれば、そ

の家庭が貧困だから、その子どもが貧困だということで。ですから、国も子どもの貧困対

策法を２０１４年に施行されてからは、国も方針、不十分ですけど出してます。それはや

はり子どもと親と両方の支援ということで言っています。で、国や大阪府も方針を発表し

ております。教育支援と生活支援という２つの側面でということですが、大阪府は生活支

援の側面が大変欠けているという中身でありました。で、大阪は特に全国平均が１６．

３％という子どもの貧困率ということで、山形大学の戸室准教授が都道府県別に出した

ら、大阪は２１．８％という大変高い比率で出ているということであります。 

 そこで、各市町村で子どもの貧困対策について取り組みが進められてきております。本

町は、あすなろ塾とかいろいろそういった取り組みを始めておりますが、本町の子どもの

貧困対策についてどのようなことをされていらっしゃるかということで、今後この貧困対

策についてはどのように取り組んでいこうとお考えでしょうか。教育部長さんですね、お

願いします。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 本町の貧困対策ということでございますけども、今年度に入りましてこの４月から幼児

教育のいわゆる段階的無償化というようなことで、ひとり親世帯等の保育料の負担軽減で

すとか、多子軽減に伴う多子計算の年齢制限の撤廃の実施ですとか、また、自立の基礎と

なる学力ですとか、学習力の向上をさせるために、先ほど委員おっしゃっていただいたと

おり、学習支援ということで、小学４年生から６年生を対象にあすなろ未来塾というふう

なものもこの４月からスタートしたところでございます。 

 また、教育部局と福祉部局が連携することで、毎週土曜日、例えば文化会館なんですけ

ども、子ども家庭センターさんが実施いただいている学習支援事業というものについて
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も、本町の小学生から高校生までの児童あるいは生徒さんが参加されているというところ

でございます。 

 今年度、大阪府のほうが２年生と５年生、それぞれ４，０００人とその保護者の方を対

象に、子どもや子育てに関する支援策を充実させると。また、効果的な貧困対策を検討す

るということで、そのための実態調査ということを本年の６月から７月にかけて実施され

たところでございます。本町といたしましても、その実態調査が提供されるということで

ございますので、その提供されます調査結果の内容などを参考にさせていただきまして、

今後の取り組みについても検討してまいりたいというふうに考えています。 

 もちろん検討に当たりましては、教育部局と福祉部局、また必要に応じまして社会福祉

協議会さんなんかとも連携、協働して取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いろいろと考えていただいてるということで、それはぜひ進めていただきたいと思いま

す。そこにプラスしてぜひお願いしたいのは、その実態調査、２８年度の当初予算で実態

調査の予算は組まれていませんでしたでしょうか。されるように聞いてましたけど、組ま

れてなかったですか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 ２８年度は含まれておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大阪府は小学校の２年生と小学校の５年生という、悉皆（しっかい）調査ではないとい

うところの限界があります。中学生は、じゃあどうなんだとか、そういったこともありま

すし、となると忠岡の規模でしたら、全ての子どもの実態調査は可能ではないかというふ

うに思いますので、その調査の項目もどのような項目がいいのかというのをよく検討して
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いただいて、その調査をしていただきたいということで、どこかの市が晩ご飯を食べてい

ない子どもというのを、朝ご飯を食べてないという子どもの調査はあるんですが、晩ご飯

を食べてない子どもも調査したら、数％、何％かいたということで、大変だということが

ちょっとニュースになっておりましたけれども、晩ご飯を食べてない子どもがいるという

のは、まさにほんとに貧困の状態がここまで来ているかというふうにも大変思いましたけ

れども、そういう生活実態調査についてもぜひ取り組んでいただきたいというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 ちょっと１点すみません、訂正。私、先ほど大阪府は小学校２年生と５年生と言ったの

は、中学２年生と小学５年生です。すみません。 

 本町の実態把握の状況でございますけども、今年度は先ほどお答えさせてもらったよう

に、特段計上はされておりません。もちろん大阪府がされた調査結果というものを今後分

析等々させてもらおうと思ってます。ただ、現在の本町の実態の把握ということにつきま

しては、もちろん各学校現場において生活アンケートなんかも実施していただいて、先生

方が広くアンテナを張っていただいてると。それからあと、もちろんこの役場、また保健

センターなんかでも独自対応、また相談と、そういった中からも実態把握に努めていると

ころでございます。 

 もちろん今後、大阪府さんのそういった調査なりを参考にして、本町のいろんな施策を

検討するに当たって、もちろん必要に応じて、必要があればまた独自のアンケートについ

ても実施してまいりたいというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。実態調査をぜひやっていただければ、そこからまた取り組むべき課題が

見えてくると思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 忠岡町の資料で、これは男女共同参画計画に載っている、ちょっと古いんですけど、平

成１７年の国勢調査をもとにした忠岡町の母子世帯の割合が、全国平均が１．５、大阪府

の平均が２．０に対して、忠岡町は２．３％ということで、この時点で高いということに

なっておりますので、今の時点はちょっとまだ国勢調査は出ておりません、この間の。そ
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のもとに、またそういった世帯の状況も把握できると思いますし、あとひとり親世帯の、

内閣府の資料で、たしかひとり親世帯の５４％が貧困というふうに、どこかちょっとこの

内閣府の資料でも、５４．６％、平成２４年度ですね、出ておりますということもありま

すので、ひとり親世帯というのはどうしても収入が１人分で、２人分ありません、１人分

ですし、母親は母子世帯の４７．４％が非正規ということで、正規率が低いので、やはり

貧困ということと結びついていくと。その中でも、忠岡町は比率が高いということもあり

ますので、子どもの貧困の比率は大阪府の平均よりも高いんではないかということが推測

できますので、ぜひこのこともちょっと頭に入れていただいて、取り組んでいただきた

い。 

 それで、子ども食堂の実施であるとか、就学援助の、きのうも言いましたけど、前倒し

の実施や、それ以外のさまざまな、妊婦のときからの切れ目のない支援ということが内閣

府は言ってますので、子どもの貧困対策で。ということですので、ぜひこれは子育て支援

課、丸々いつも言っている、切れ目のない支援と言っている、ぴったりそこに合いますの

で、まさにドンピシャリはまっておりますので、ぜひ支援課のほうでも頑張っていただき

たいというふうに思います。よろしくお願いします。一言お答えを。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 貧困につきましては、今、議員おっしゃってましたひとり親世帯のいろんなそういった

ところでの数値ですとか、就学援助の利用率なんかとか、いろいろなところからそういっ

た貧困についての分析等もできると思いますので、我々も１つの数値でなくていろんなと

こから分析させていただいて、本町でできるような取り組みについては検討してまいりた

いというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。続けてよろしいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう１点、入札制度の改善について質問させていただきます。これもいつも言っており

ますので、もうご理解いただいてると思います。１つ参考例に。これ、総合福祉センター

の整備工事の入札の分をちょっと出してきました。平成２５年１１月２１日に入札がされ

まして、これは１回目は不調に終わった分で、２回目、予定価格を引き上げて、２回目で

す、引き上げたのでごっつい高くなっているんですけども、それでその落札業者は、もう
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これもインターネットで公表されてますので申し上げますが、松井建設なんですけれど

も、それが予定価格、まあ言うたら最高ですね、予定価格、税抜きですけど、そこに対し

ての入札、これも税抜きですけど、入札金額が９８．９％で落札しているんです。すごい

なあ、ようここまでというふうにね、かなり高い。９５％の落札率であったら談合の疑い

が持たれるというふうなことも以前から言われております。ということなので、こういっ

た、いや漏れてるんと違うかということもありますので、もうこういう状況がずっと続き

ます。大きな金額の工事に限って高い落札率であるという、それはそうですわね。なの

で、最低制限価格の事前公表、忠岡町だけがもうずっとしてないというのは、この５年以

上ずっと申し上げてきました。他市はずっと早くに、談合のことがあったり、いろいろあ

ったりということで、もう全部事前公表されています。 

 泉州地域で唯一やっていない忠岡町、なぜしないのかということは、きちんと設計金額

して、責任持って入札してもらわんといかんから、そういう抽せんでするようなこととい

うのはできないと言ってたんですけど、指名競争入札なんです。これが一般競争入札だっ

たら変な業者も来るでしょうけど、指名委員会で、誰が指名してるか知りませんけど、指

名委員会で選んで、大丈夫なところを選んで、そしてそういうところを寄せてるのに、計

算しないような変な人を入れてる指名委員会は何なのかというふうに思います。ですか

ら、指名委員会の透明性もないのに、そういうことを理由に挙げるということは、自分た

ちの選んだ指名した業者を冒涜するものであります。信用してないということだと思いま

す。ですから、もうここでこれだけ、参加業者も嫌だと思いますよ。こんなふうに議会で

いつもいつも。これは私だけではないです。他の会派の議員も言いますので。ですから、

ここで事前公表を町長がすると言わないから、担当課も担当部局も何とも言えないという

ことであります。町長、ここでお聞きいたします。もうこの決算委員会で初めて町長にお

聞きしますけども、指名競争入札を。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 しません。今までのようにやっていきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そこにこだわるのはなぜでしょうかという理由を。 
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町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

町長（和田吉衛町長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 悪い制度ではないと思ってます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それが悪い結果が出ているので、申し上げているんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

町長（和田吉衛町長） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 いい結果もあるんではないかと想像しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 事実に基づいて要は反論していただきたいと思います。いい結果で、最低制限価格で以

前は落札がずっと続いていました。そして、一定そこに仕事が回ってきて実績を積めば、

最近、最低制限価格ぎりぎりでという落札金額はないです。今、ずっと高いです。見てく

ださい。もしそれがわからないで、町長さんの部局ですので調べたらわかることです。落

札率が全部どうなのか。私が調べてもいいですけど、その仕事は役所の仕事だと思いま

す、それは。 

 ですから、そういう高い落札率については、これはどうだったのかという検証もされて

こなかったです。してくださいと言ったけど。そういうことですので、町長さん、する気

がないということでありますので、疑いを持ったまま毎回入札結果を申し上げていきたい

というふうに思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 
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委員（是枝綾子議員） 

 もういいです。これはいいです。もう１つ。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 また不透明なもう１つ、忠岡町の随意契約の手続をきちんととっておられないというこ

とをずっと問題にしまして、ですから、総務課が随意契約のガイドラインをつくられまし

た、２７年度中に。そして、２７年の３月末に各部局に渡したと。各担当課に渡されたと

いうことであります。そのガイドライン、別にガイドラインをつくらなくても、これは地

方自治法の施行令に書いてあることをそのままでネットで引けば、何ぼでも出てくること

なのですけど、でもきちんと忠岡町としてということでまとめていただいたので、それは

どのように徹底されていらっしゃるでしょうかということで、総務課長さんに。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、ご指摘の随意契約ガイドラインにつきましては、既に作成させていただいておると

ころでございます。これにつきましては、目的といたしまして、契約事務の公平性及び透

明性を保持し、経済性の確保を図る観点から、各課における契約ごとの特殊性、合理性、

緊急性等を総合的に判断し、適正な事務処理を円滑に行うということを目的に作成させて

いただいたものでございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 本日の会議時間について、議事の都合によりあらかじめこれを延長してよろしいです

か。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（森 政雄議員） 

 ご異議ないものと認め、議事の都合により延長させていただきます。 

 是枝委員、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、随意契約のガイドラインをつくった経緯は、今お話しいただいたのでいいん

ですが、それを各課ですね、教育でしたら教育委員会、福祉やったら福祉と、建設やった

ら建設、いろいろな課のほうに渡して、それがどのように徹底されているかということ

を、守って当たり前なんですけど、徹底されていないケースが生活環境課のほうであった

りとか指摘もさせていただいたりしておりますが、そのチェックは、ガイドラインどおり
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ちゃんと随意契約の手続、法令遵守されているというふうに確認は、どこがどうされてい

るでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 このガイドラインにつきましては、当然各課におきましての周知徹底ということはさせ

ていただいておるところでございまして、その中において各課が作成させていただいたこ

のガイドラインをもとに、法令遵守という形の中においても適正に運用していただいてる

ものという認識はしておるところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 特段報告をいただいているとか、それを定期的にチェックをしたりとかいうことは、そ

ういうシステムになってるでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その各課における随意契約の事務等におきましては、私ども総務課におきましては、今

言われてるような検証等、点検も含めてですけども、そこまではさせていただいてないと

いうのが現状でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ですから、随意契約のガイドラインが出た後も、特殊性はあるとしても、生活環境課の

ほうではそれにのっとってされていないという事実があるということも指摘をさせていた

だいてます。ですから、そこの徹底ということをどのように今後、もう部長任せ、課長任

せでやってくださいということでされてるんでしたら、それはそうおっしゃっていただい
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たらいいです。どのように徹底状況を把握されてるでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その設定等につきましては、先ほども申し上げましたけども、各課対応でということで

今やっていただいてるところでございます。で、今、議員おっしゃっていただいた各課に

おいてそれが遵守できてないところがあるというご指摘をいただきましたので、今後その

ようなことがないようにというようなことで、また、その周知的なこともより一層深めて

まいりたいということで、遵守していただいて事務を遂行していくというようなところ

で、今後また対応させていただきたいというふうに考えてございます。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 それが頼りないというのであれば。だから議会でチェックしてもらったらええ。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 議会がチェックできるのは５，０００万円以上の、工事に関してですけどね、５，００

０万円以上のね。 

町長（和田吉衛町長） 

 情報公開もあるでしょう。 

委員（是枝綾子議員） 

 情報公開、一々そんなの。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員会をつくったらよいのでは。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、担当課も把握できないぐらいたくさん随意契約があるものを議会に全部出

していただくということは、非常に現実的ではないということであります。 

 ですから、委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 町長の答弁は要りませんので、南課長さんがおっしゃった、その答弁でぜひ確認も進め

て、確認でいいんです。きちんと、思い込みで前例踏襲でされている部局が、課があれ

ば、それはそれで直していただくということが必要だと思います。これから情報公開はだ

んだんと進んでいって、住民の目というのはかなり厳しいものになってきております。で

すから、きちんとした説明のできる契約にしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいね。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう２つ、簡単に終わります。 

 これも、指定管理のガイドラインをぜひつくっていただきたいというのは、１日目の福

祉センターの指定管理のところでのチェックというか、評価が事業者、請け負っている事

業者が評価をしたものを担当課に提出して、担当課が見るだけということでありますの

で、それをきちっといろんな目でチェックする管理体制をぜひつくっていただきたいとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 指定管理制度につきましては、本町においては企画を担当しております秘書政策課で担

当しております。 

 ご指摘の点でございますが、評価の部分ですが、毎年度指定管理を受けた事業者から事

業報告というのをいただいております。答弁とかぶるんですが、その中で指定管理制度の

趣旨と逸脱する部分がないか、また、町の方針等と合致する内容になってるかというチェ

ックは、一応一定ラインはいたしております。ただ、ご指摘のとおり、評価というシート

等はつくっておりませんので、この辺についてまた近隣の状況等も研究しながら、必要な

判断も含めて、この先検討してまいりたいと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 請け負っている事業者の評価でなく、それを忠岡町がどう評価するかというところが大

事ですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう１点。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい、最後。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、業務委託のあり方についてであります。これも大分長いこと指摘をさせていただ

いたので改善してきました。忠岡町は、以前は業務委託をしたら、しっ放しで、報告書も

もらわずに、見にも行ってないということがよくあって、把握をしてないということがあ

りましたので、報告書の提出をきちんとするようにと、仕様書どおりにちゃんと報告書を

提出させろということで、かなりそれで把握もできてきたし、改善させるということもで

きてきたと思います。 

 業務委託をすれば、管理をするのにまた人が要るということで、仕事は余り大きく減ら

ないということで、管理業務というところが発生してきますので、その業務委託のあり方

については、これも各課任せになっておりますけれども、きちんと仕様書どおりに報告書

を提出させて、きちんと管理して、そして評価もどういうふうにされてるのかというの

は、そういったシステムになっているでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ご指摘の委託業務のあり方についてというところでございますが、言っていただきまし

た適切な仕様書作成はもとより、十分な履行期間の設定、委託業者等との間の報告や連

絡、協議といった、その体制づくり。また、行政サービスにおいての向上を目的とする業

務の円滑な運営を図る手法といたしましても、必要に応じて事前、事後の報告や確認の徹

底を行うことによって、公共サービスが確実に効率的に適正に実施されるものであるとい

うところが望まれておるというところでございます。その中におきましても、その自治

体、行政が、そのチェック機能の強化が求められてるのではないかなというところで思っ

ておるところでございます。 

 今現在、お話もいただきましたように、各課、委託業務におきましての仕様書どおりの

業務が滞りなくやっているかというところのチェック、点検、調査につきましては、こち

らにおいても現在、各課におきまして多種多様な委託業務の契約があろうかと思います。

その中において、総務課といたしましても、先ほどと同様に、全てにおいて各課の業務委
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託契約の中において、仕様書どおりの運用がされてるかどうかというそのチェック機能

は、私どもはしていないという状況でございまして、結果といたしましては各課のほうで

対応をしていただいているという状況でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。仕様書についても、１０年前と同じ仕様書でいいのかということでいろ

いろとありますので、やっぱり内容については改善点というものが発生してくるかと思い

ます、時代やニーズに応じて。それがちゃんと仕様書に反映されているかというのをやっ

ぱり評価をして、それは複数の目で、１人の方じゃなく複数の目で集団で見ないと、やは

り仕様書の改善点ということも出てこないかと思いますので、仕様書どおりにやるのは当

然なんですが、だけど、それについての評価をして、その仕様書どおりにやったけどもど

うだったのかという評価がやっぱり要るかと思いますので、ぜひそういった点もチェック

を強化していただいて、より一層住民の願いに応えたそういう事業になりますようにと、

よろしくお願いしたいと思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議員。 

議長（和田善臣議員） 

 １点、教育委員会のほうにちょっとお尋ねします。以前私、一般質問でもさせていだた

いたんですが、忠岡中学校には専用の運動場がないですよね、校地内に。いわゆるテニス

コート２面分、それもハードコートですね。それがあるだけで、実際は町民第１グラウン

ドですか、これを運動場として使っております。これは稼働率でいうと、ほとんど１０

０％に近いんですよね。雨の日はもちろん使えませんけれども、学校の体育、あるいは

土・日には一般の方の貸し出しとかありますんで。 

 そんな中で、やはり超現実的な問題として、水はけが非常に悪いというのは、これも前

から指摘させていただいてます。で、応急的に真砂土というんか、砂をまいて、その水の

たまったところを覆っているというような感じでしのいでいるわけなんですけれども、何

といってもやっぱり中学生の身体活動の中心でありますので、ちょっとぐらい雨降ったか

て、明くる日はちゃんと使えるというような形にしていただきたい。あれだけの広さがあ
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りますので、表面排水ではとても無理やと思うんです。勾配をとって、側溝に流れるとい

うような形はちょっと無理やと思います。 

 で、これは言葉は悪いんですけども、暗渠を例えば縦横につくって、そこへ水を逃がす

といったような工法しか考えられないんですよね。あれは中学生の運動の場でもあります

し、また、これから町民体育祭も開催されます。また、商工カーニバルというのもあそこ

で開催されます。いわゆる町民の触れ合いの場ともなっているんですよね。そういった重

要な施設ですんで、ぜひともその水はけの工事ですね、排水工事、そういったものに取り

組んでいただきたい、このように思うんですが、いかがでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立場武彦課長） 

 先般来、町民運動場の水はけの悪いということにつきましてはご指摘されているところ

でございまして、今年度２８年度に側溝の一部、掲揚台から府営住宅側、それで府営住宅

側にあります小屋のほうの側溝を、庁舎側の一部を砂を除去しまして、そこに水を一たん

集めまして、イベント前にとか、ポンプを使いまして排水口に流す工事を２学期の定期テ

ストの期間に実施する予定でございます。 

議長（和田善臣議員） 

 ２学期。 

生涯学習課（立場武彦課長） 

 ２学期の定期テストの期間に実施する予定でございます。それを行うことによって抜本

的に改善されるとは思っておりませんので、今後引き続き、かなりの金額になりますので

時期は未定ではございますけども、抜本的な改革はしないといけないとは思っておりま

す。 

 以上でございます。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議員。 

議長（和田善臣議員） 

 その学期末テストですか、その間にやるということですけども、それはあくまでもちょ

っと勾配をとってやるわけですかね、表面。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立場武彦課長） 

 表面ではなくて、側溝の砂を一たん除去しまして、それを低いところにばらまくという

形を考えております。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田委員。 

議長（和田善臣議員） 

 わかりました。それでは根本的な解決にはならんですね。先ほども言いましたように、

やはり育ち盛りの中学生が使うところですのでね。また、町長がよく言われてるように、

前田健太が出た忠岡町ですので、そんなところでその体育施設がそういう水はけが悪いと

いうことで、いわゆる稼働率が落ちてくるというんであれば、ちょっと問題があると思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それともう１点、これは河川敷公園なんですが、是枝委員でしたかね、ベンチの問題、

河野委員でしたか、そのベンチの不足のことですね。数が足りないということですよね。

おっしゃってましたけれども、一部かなり新しいのが置かれてますよね。今までぼろぼろ

やったベンチを取り除いて、新しいのを置かれてます。ただ、言われているように、合流

地点かな、牛滝川と槇尾川の。あのあたりから上には余りないんですよね。その辺、確認

のために、これから今後どのようにやっていくか、ちょっとお教え願えますか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 河川公園のベンチにつきましては、ベンチも非常に高額でございますので、あれは我々

が材木を買いまして、防腐措置を行いまして、建設課職員の手で改修いたしました。その

台数は十七、八箇所あったかと思います。その場所につきましては、ソフトボール場、そ

れから多目的広場、その周辺のベンチにつきましては新しい防腐の措置の整った木材で、

新しくなってると。その他の箇所につきましても老朽化が進んでございまして、それにつ

きましては既製品の改修工法で行いますと、やはり１台当たり６万、７万というふうに費

用がかかりますので、とりあえず４台ほど修理をしたところでございます。老朽につきま

しては、予算の問題もありまして一度にはできませんけども、徐々に改修は進めてまいり

たいと思います。 
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 それと、ご指摘の馬瀬の部分ですね。川幅が狭いからという意味かよくわからないです

けども、飛んでるところにつきましては、何らかの形で、置くだけのタイプもございます

ので、余り費用のかからないような形になるかと思いますけども、検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

議長（和田善臣議員） 

 ありがとうございます。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議員。 

議長（和田善臣議員） 

 最近、この１年余り、私、ずっと河川敷を見てきたんですけども、かなりきれいになり

ましたね。草を刈る回数もどうもふえてるようやし、ベンチも新しくなっている、部分的

にね。そういった面できれいになってきてます。それは評価させていただきます。 

 で、あと、そこもね、いわゆる忠岡では少ない自然の場ですんで、やはり水のある公園

というんかね、そういった面で今後も大事にやっていただきたいと、そのように考えてま

すので、よろしくお願いしたいと思います。結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 最後に。前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 最後に、この皆さんにお願いしときますけども、皆さんは聡明な頭を持ってる職員さん

ですから、この１万８，０００人程度の人口で将来を見つめて、消滅自治体にならないよ

うにしっかりとやっていただきたいなというように私は思ってるんです。そのための首

長、職員ですからね、その辺のところは皆さんでよく考えて、忠岡は小さい町やけどしっ

かりやっとるなと言われるようにやっていただきたいなと、それだけ皆さんにお願いして

おきます。 

 私はそれだけです。 

委員長（森 政雄議員） 

 他にございませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、総括質疑を終結いたします。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、各委員の意見集約を行いますので、理事者の方は、後ほど連絡しますので、
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それまで自席で待機願います。 

委員長（森 政雄議員） 

 ありがとうございます。 

（理事者：退席） 

委員長（森 政雄議員） 

 各委員の意見集約にかかる時間について、どのくらいおとりいたしましょうか。 

委員（前田 弘議員） 

 ３０分でどうですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 再開の時間。 

委員（前田 弘議員） 

 ５時４０分。 

委員長（森 政雄議員） 

 ３０分でよろしいですね。３０分あったらよろしいですよね。それなら、５時４０分再

開でよろしくお願いします。 

（「午後５時０９分」休憩） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、委員会を再開します。 

（「午後５時３８分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

これより各委員の意見を聴取いたします。意見をお願いします。河野委員からお願いし

ます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

忠岡町の２０１５年度決算について日本共産党の意見を申し上げます。 

 安倍内閣が発足後３回目の予算であり、一昨年４月からの消費税８％へのアベノミクス

と消費税大増税により、日本経済は深刻な状態が続いています。安倍首相は景気がどうな

ろうと増税すると言っていた消費税増税を、当初２０１５年１０月から１０％へ引き上げ

の予定でしたが、景気の低迷により２０１７年４月からと延期をしました。社会保障充実

のためと消費税増税をしておきながら、そのうちのたった１６％だけしか充てられず、そ
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の一方で自民・公明の安倍政権は、３年連続で軍事費をふやし、福祉のための社会保障は

医療も介護も年金も大幅に後退させました。 

介護施設の運営を苦境に追い込む介護報酬の引き下げや、要支援１・２の方を介護給付

から外して、安上がりの総合事業へと移行させていく。また、高齢者の医療費窓口負担の

引き上げ、年金額の抑制や生活保護の一層の改悪、物価上昇や実質賃金の低下など、安倍

政権の経済政策、アベノミクスは国民の暮らしの悪化に拍車をかけるものです。法人税減

税は利益が出ている大企業の負担を軽くする一方、一部の大企業を除いて国民の収入はふ

えず、格差と貧困がさらに広がりました。 

このような状況のもと執行された本町の決算は、一般会計において歳入不足のため財政

調整基金２億３，０００万円を取り崩し、実質収支は４７０万２，０００円ですが、単年

度収支は赤字となりました。その内容は、町民法人税の大幅な減少に見られるように、本

町ではアベノミクスの効果は見られない状況で、財政が厳しい中でも住民施策の充実に努

力をされたからであります。 

まず、子ども医療費助成の通院分を小学校卒業までの拡充、妊婦健診の助成額を国基準

の１１万６，８００円に増額、繰越明許されましたが、忠岡小学校の普通教室にエアコン

の設置、９月からの調理民間委託ではありますが、中学校給食の実施、防犯灯のＬＥＤ

化、就学援助制度では生活保護基準が引き下げられても影響が出ないように守られている

など前進面も多く、評価できるものであります。 

しかし、問題点もあります。当初予算にはなかったクリーンセンター費の粗大ごみ破砕

施設更新工事１億３，５００万円です。広域化も検討されている中、財政も厳しいという

のであれば、修理という選択肢もありながら新品にし、それも長期包括契約外のものなの

で、競争入札できるにもかかわらず、随意契約で工事が行われました。認められるもので

はありません。 

また、予定価格に対する落札金額の割合が９５％を超すと談合の可能性が疑われます

が、そのような結果があるにもかかわらず、忠岡町だけが入札における最低制限価格の事

前公表をされていません。制度の改善を求めます。 

社会保障・税番号制度システム導入費では、忠岡町の持ち出しが２，０００万円以上と

なり、住民や企業の個人情報を国が管理し、情報を企業のもうけに活用することが言われ

ています。情報流出や成り済ましに悪用も懸念されます。導入は危険であり反対です。 

住民が利用する公共施設が週休２日にされたままです。もとに戻されること、閉鎖され

た温水プールの再開を求めます。 

国保会計では、大阪府において２０１８年からの国保広域化が進められていますが、社

会保障という考えを投げ捨て、相互扶助におとしめようとしており、不当なものであり、

国保の広域化は認められません。 

介護保険会計では、この年、介護保険料が３．６％の値上げが行われ、要支援を保険か
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ら外し、特養ホームの入所基準は要介護３以上、一定の所得のある方の２割負担、補足給

付に資産要件が導入されるなどの制度始まって以来の最悪の改悪が行われました。安心し

て介護が受けられないものになっています。 

下水道会計では、不要不急の工事は見直し、供用開始区域の水洗への接続率を高めるよ

うに努力されること。 

水道会計は、府下、２０立米で１２番目に高い水道料金を引き下げるため、企業団から

の水の引き下げ分を住民に還元されること。 

審議の中で明らかになったことは、消費税が８％へ増税され、地方消費税交付金として

ふえていますが、増税分の支出の影響額は４，８００万円もあり、財政に役に立っていま

せん。その上、社会保障のためと言いながら国も忠岡町も財源置きかえでしかなく、福祉

の拡充には使われていないことです。 

忠岡町の財政１０カ年の見通しでは、平成３１年度以降は財政が好転する見通しです。

決算では経常収支比率が１１３．６％ですが、だからといって夕張市のようにはならない

ことも明らかになりました。財政健全化の進め方は住民犠牲ではなく、委託料の見直しと

入札制度の見直しと、不要不急の公共事業を行わないなど、役場の努力を求めます。 

今、検討がされている認定こども園計画は、民営化ありきではなく、保護者や現場職員

の声をよく聞いて進められるとの答弁が９月議会でありました。また、介護保険制度が改

悪されましたが、要支援１・２の方が今までどおりのサービスを受けられるよう水準確保

に努めるとの答弁もありました。中小企業の融資の利子補給、子どもの安全のための青パ

ト運行と、学校、幼稚園、保育所の校門に受付員を配置する事業も継続されています。子

どもの貧困対策も検討されるという答弁がありました。また、国民健康保険は社会保障で

あると明確におっしゃいました。 

以上の点を踏まえて、本決算を認定いたします。以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

ありがとうございました。次、前田弘委員、お願いします。 

委員（前田 弘議員） 

呈祥会の前田です。平成２７年度一般会計、各特別会計、企業会計決算の意見を申し上

げます。 

２００８年のリーマンショック以降、デフレ不況が続き、以来我が町を取り巻く経済状

況は厳しい環境にあります。２０１２年１２月に第２次安倍政権が発足し、その最大の目

玉政策はデフレ不況脱却にありました。異次元の金融緩和を柱として、財政出動という名

のもと公共工事などの施策を行ってまいりました。 

しかし、３年以上経過した今日もデフレ脱却はなし得ていません。目標であった消費者

物価指数２％アップさえ全く見えないのが現状です。金融緩和による円安により一部輸出

関連産業は、為替差金により大きく収益が改善されました。しかし、他の多くの業種は依
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然低迷し、苦しい経営状態にあります。安倍首相の言う、利益という果実が全国津々浦々

までという言葉がむなしく聞こえてまいります。 

そのような中、本町も厳しい財政運営が強いられてきたということです。町当局も非常

に苦しいかじ取りに苦慮されているのは理解できます。平成２９年度には、地方創生の一

端として、去る９月議会にもシイタケ栽培の構想を考えているとの説明を受けましたが、

これとて暗中模索の状態で、その成否は全く予想できません。 

また、シビックセンターの起債返済の大部分が平成２９年度に終わるとはいえ、今後も

税収、交付税も減収が予想されます。このようにタイトな財源の中で本町の住みよいまち

づくりを進める際には、近隣市との広域行政を進めることが本町にとって実現の可能性が

高い事業であると考えているところです。事あるごとにシビアな意見が飛び交うごみ焼却

場を初め、消防等、焦眉の急であります。 

町長も６月議会で４期目の出馬を明らかにされた際、今手がけている近隣市との広域事

業を引き続き進めてまいりたいと明言がされました。それに対し大きく期待したいと思い

ます。 

 ２７年度決算については、さきに述べたとおり厳しい状況の中で歳出を最小限にとどめ

つつ、小学校の空調設備整備事業等を実施するなどを評価させていただきます。本決算を

是認いたします。 

以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

ありがとうございました。次に、是枝委員、お願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

河野隆子議員と意見を同じくし、本決算を認定いたします。 

委員長（森 政雄議員） 

 ありがとうございました。三宅委員、お願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

無所属の三宅より意見を申し上げます。 

予算の使途についてはおおむね賛成いたします。ただし、住民目線で考えれば、指名競

争入札の業者選定における会議録が非公開であることや、随意契約のあり方につきまして

は改善いただきたいと、お伝えいたします。 

特に電話相談の随意契約を変えない理由としまして、町長の忠岡の有料老人ホームや高

齢者住宅の職員配置レベルは低いからという、この発言から来る認識につきましては、専

門の立場からしても見過ごすことができないことであり、ひいては機会の公平が保たれな

い根源であると考えます。 

しかし、職員の回答からは、縦割りを取っ払っていける前向きな回答の兆しがあったこ

とや、実績をわかりやすく住民目線にするための協議にこれから応じていただける回答が
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あったこと、これら全てを踏まえて住民の皆様にとって、簡素・中立・公正・公明及び縦

割り行政の仕組みの改善につながることを期待し、本決算に賛成いたします。 

以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

ありがとうございました。最後に前田長市委員、お願いします。 

委員（前田長市議員） 

平成２７年度忠岡町一般会計、各特別会計、水道事業会計決算について、公明党を代表

して意見を申し上げます。 

歳入歳出差引額４８１万５，０００円の黒字とのことですが、財政調整基金２億３，０

００万を取り崩しの収支であり、赤字であります。大変厳しい財政状況であります。 

アベノミクスの経済効果が、企業にしろ税収にしろ本町にはいまだ見えてないように思

います。しかしながら、失業率はよくなり、失業者が本町でも改善されたように思いま

す。 

１０カ年計画の財政収支見通しを見ますと、平成３０年、３１年が最も厳しい財政にな

っていますが、老朽化した水道管、またこども園の事業等も控えております。しっかりと

財政収支を見ながら頑張っていただきたいと思います。 

し尿処理場も広域化し、３，０００万円ほど効果額がありました。これからも広域でで

きるところは広域でし、少しでも財政をよくしていただきたい。まだまだ厳しい状況が続

きますが、町長初め職員の皆様、頑張っていただきたいと思います。 

平成２７年度決算について承認いたします。 

委員長（森 政雄議員） 

ありがとうございました。以上で各委員の意見聴取を終わります。 

委員長（森 政雄議員） 

理事者の入場を求めますので、しばらくお待ちください。 

（理事者・入場） 

委員長（森 政雄議員）  

 それでは、一括して採決いたします。 

 認定第１号、認定第２号を一括して採決いたします。 

 認定第１号 平成２７年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第２号 平成２７年度忠岡町水道事業会計決算認定についてを、認定することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全会一致） 

委員長（森 政雄議員） 

 委員会の採決の結果、全会一致であります。よって当委員会として、認定することに決

しました。 
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 ただいま採決しました内容については、第４回定例会において委員長報告をいたしま

す。 

 閉会に当たり、町長よりご挨拶をいただきます。 

町長（和田吉衛町長） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 長時間のご審査、ご苦労さまでございました。ありがとうございました。また、ご参集

いただきましてありがとうございます。 

 まず初めに、原田公室長の欠席でありますが、休暇願いがありましたので、休暇を与え

ました。 

審議中によりいろいろなことがありましたが、自分自身反省したり考えたりしたことで

すが、ちょっと長くなりますが、申し上げたいと思っております。 

まずは、２７年度の財政を財政調整基金を使って黒字計上したということを、重ねて申

しわけなく思う次第でございます。その上、地方債、町債の現在高１６８億の解消もでき

ず、反省しているところでございます。 

審議で感じたことでありますが、まず津波や倒壊家屋等々の大混乱の様子については、

その被害対策は総合的に考えていきたいと、こういうふうに思っておりますし、一つ一つ

のことについて基本的に私たちは押さえていくと。押さえても間に合わないということを

覚悟して、みんなに防災対策をやっているところでございます。この間の台風でも、即対

応配置、また出動、各お家に入ってくる水対策、そういうことも素早くやったつもりでお

ります。 

次に、保育料や国保が高い。高いのは私どもも高いということをするのでなく、日々検

討に検討を重ね、住民にご理解を賜るよう努力をしてまいりたいと、こういうふうに思っ

ております。 

医療助成等々については、今後の議会を通じ形成していきたいと、このように思いま

す。 

ご案内のように、来年４月から消費増税が収入を上げていくと、こういうふうに期待し

ておったんですが、計算違いもあるなど、きつい財政状況が続くものと思っております。

本町は隣の２０万都市や不交付団体と違いますので、また、町域も日本一狭く、都市化し

ている住民の生活ですので、さらなる財政健全化に努めるとともに、住民の力をおかりし

て町政推進に資していきたいと、こういうふうに思っております。 

次に、執行実績報告については、私たちの歴史的手法もあり、事務報告するものですの

で、内部的統一はまだきっちりできておりませんので、報告の様式については議員皆様方
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との差異があると思っております。今後の話し合いで差を詰めていきたいと思います。 

次に、徴収については力を入れているところでございます。まず、旧来の本町の体質を

変えることだと私は思っております。次に、払えるのに払ってくれないなどなど、住民の

皆様方と話し合いを通じて理解を賜っているところでございます。水にしても税や保険料

にしても、見逃してもらえるという甘えがある場合には、裁判も辞さないと執行指示をし

ているところでございます。いつかは裁判や暴力事件で表面化すると思われますが、努力

して住民説得に当たっていきたいと思っております。 

また、今回も随意契約が指摘されましたが、思うに、地元業者育成に大事にしているよ

うにとられがちでありますが、そのような基準を持っておりません。広く業者と接してい

きたいと、こういうふうに思っております。 

本町と業者との関係ですが、やっぱり何といっても業者の信頼性が大切だと思っており

ます。私としてはまず安いほうがいいと願っています。それから、不正のないよう公正で

あれと思い、願っているわけで、あるとき私自身、交渉に当たって契約に至る場面もあり

ます。 

今審査を通じて出たご意見、ご要望を大切にしていきますので、ご指導、ご鞭撻、頑張

れ頑張れとの声と、こういうふうに思う点もありましたが、審査のお礼といたします。 

委員長（森 政雄議員） 

ありがとうございました。町長の意見をまた参考にして、今後いきたいと思います。 

 委員の皆様方には、３日間にわたり慎重にご審査いただきまして、ありがとうございま

した。 

 本決算審査特別委員会の閉会に当たり、委員皆様には審議に際しご協力を賜り感謝申し

上げます。また、理事者の皆様方におかれましては、本委員会で各委員より指摘のありま

したことについて、今後の行財政運営及び平成２９年度予算編成に当たり、真摯にお取り

組みいただきますことを申し上げ、本委員会を閉会いたします。各委員並びに理事者の皆

様、大変お疲れさまでございました。 

（「午後６時０４分」閉会） 
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以上、会議の顚末を記載し、これに相違ないことを証するため、ここに署名いたします。 

 

 平成２８年９月２８日 
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